
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

内縁の法律関係

清水, 兼男

https://doi.org/10.15017/14496

出版情報：法政研究. 5 (2), pp.281-334, 1935-03-31. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



内
縁

の

法

律
関
係

清

水

兼

男



序

設

二

内

縁

の

法

律

的

性

質

三内
縁

の

成

立

四

内

縁

の
効
力

(
一
)

當

事

者

間

に

於

け

る
効
力

ω

婚
約

の
不
完

全
履
行

と
し

て
の
内
縁

の
効
力

②

事

實

上

の
婚

姻

と
し
て
の

内

縁

の
効
力

(
二
)

第

三

者

に
対
す

る
効

力



剛

序

説

我
民
法
は
從
來

の
事
實
婚
主
義
を
す
て
＼
届
出
を
以

て
婚
姻
の
絶
樹
的
要
件
と
し
π
こ
と
か
ら
、
實
際
上
は
立
涙

な
夫
婦

で
あ
ウ
世
間
も
さ
う
認

め
て
ゐ
る
に
關
.ら
ず
民
法
上
は
夫
婦
と
し
て
取
扱
は
れ
な

い
と

い
ふ
関
係

が
藪
多
く

生
じ
尤
(
一
)
。
そ
し
て
か

＼
る
関
係

は
多
く
の
困
難
な

る
問
題
を
生
ぜ
し
め
π
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
先
づ
、
不

當

に
事
實

上
の
婚
姻
を
破
棄

せ
ら
れ
た
る
當
喜
者
に
対
し

て
何
等
か
の
法
律
的
救
濟
が
與

へ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と

い

ム
問
題
と
し
て
現
れ
た
。
判
例
は
多
年
否
定
的
見
解
を
探

つ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
が
、
大
正
四
年

一
月
二
十
六
日
大
審

院
民
事
聯
合
部
判
決

は
、

「
婚
姻
ノ
豫
約
ハ
將
來

二
於
テ
適
法
ナ
ル
婚
姻
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
契
約

ニ
シ
テ
其
契
約
ハ
亦
適
法

ニ
シ
テ
有
敷
ナ
リ

ト
ス
法
律
上
之
一一
依
リ
當
事
者
ヲ
シ
テ
其
約
旨

昌
從
ヒ
婚
姻
ヲ
爲
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
張
制
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
當
事
者
ノ
一
方
力

正
當
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
其
約

昌
蓮
反
シ
婚
姻
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
拒
絶
シ
タ
ル
場
合

二
於
テ
ハ
其

一
方
ハ
相
手
方
力
其
約
ヲ
信
シ
タ
ル
カ

爲
メ
昌
被
ム
リ
タ
ル
有
形
無
形
ノ
損
害
ヲ
賠
償
ス
ル
責
二
任
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
(二
)

と
述
べ
、
表
に
は
「
婚
姻

ノ
豫
約
」
と

い
ふ
言
葉
を
用

ひ
つ
＼
從
來
の
態
度

を
改
め
、
届
出
な
き
夫
婦
関
係

竜
法
律
上

保
護
せ
ら
れ

る
こ
と
を
示
し
れ
。
そ
れ
以
來
こ
の
問
題
に
關
す
る
學
読
虹
に
判
例
は
著
し

い
発
展
を
見
た

の
で
あ
る

が
未
だ
不
明
確

の
黙
も
少
く
な

い
と
思
は
れ

る
の
で
、
本
稿
に
於
て
こ
の
問
題
に
關
す
る
學
説
判
例

を
整
理
し
私
見

内
並稼
の
法
律
関
係

(
清
・水
)

'

(
雄
叩
玉
巷

籠
躍
二
號

二
八
三
)

三



内
縁

の
法
律
関
係

(清

水
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
八
四
)

四

を
以

て

一
鷹

の
ま

と
ま

り
を

つ
け

て
み

た

い
と

思
ふ

。

蘭

民
法
施
行
前
が
事
實
婚
主
義
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
明
治
十
年
六
月
十
九
日
司
法
省
達
丁
第
四
十
六
號
に

「既
二
親
族
近
隣
ノ
者
モ
夫
婦
若
ク
ハ

養
父
子
ト
認
メ
裁
判
官

二
於
テ
モ
其
實
ア
リ
ト
認
ム
ル
者
ハ
、
夫
婦
若
シ
ク
ハ
養
父
子
ヲ
以
テ
論
ズ
可
キ
儀
ト
相
心
得
ベ
シ
」
と
あ
る
の
に
よ
つ

て
知
る
こ
と
が
出
來
、
鋼
例
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
大
審
明
治
二
九
・六
・
二
三
民
一
.録
二
輯
六
巻
八
三
頁
、
大
蕃
明
治
三
二
.

三
・
三
一
刑
二
・録
五
輯
三
巷
一
四
〇
頁
、
大
審
明
治
四
五
・三
・七
民
丁
録

一
八
輯

一
七
二
頁
等
。

二

大
審
大
正
四
・
一
・
二
六
民
聯
・録
二
一
輯
四
九
頁
。

こ

＼
に
内

縁

と

い
ふ

の

は
、
民

法
上
婚

姻

と

は
認

め
ら

れ
な

い
が
實

際

上

は
婚

姻

で
あ

る
所

の
事
實

婚

に

し

て
、

こ
れ

に
対
し

一
定

の
法
律

的
保

護

を
與

へ
る
に
値

す

る
男
女
関
係

で
あ

る
(三
)。

輔昌

通
常
内
縁
と
い
ふ
語
は
事
實
上
の
婚
姻
と
同
意
義
に
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
よ
う
で
あ
る

(例
へ
ば
、
中
島
博
士
・内
縁
の
夫
婦
に
就
て
「
親
族
相
続

法
改
造
論
」
一
五
七
頁
)が
、
事
實
上
の
婚
姻
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
何
等
法
律
の
保
護
を
與
へ
る
に
値
せ
ざ
る
も
の
も
存
し
得
べ
く
、
私
が
こ
Σ

に
考
究
し
よ
う
と
思
ふ
の
は
法
律
関
係
と
し
て
の
事
實
婚
で
あ
り
、
か
Σ
る
意
味
に
於
て
内
縁
と
い
ふ
語
を
本
丈
の
如
く
用
ひ
た
の
で
あ
る
。

届
出

以
前

に
於

て

は
民
法
上

の
婚

姻

は
な
く

、
疫

と

へ
内

縁
関
係

が
成

立

し

て
ゐ

て
竜
、
控

団
將

來
有

敷

な
婚
姻

を
な

す
べ
き
豫

約
が

存
在

し

て
ゐ
る

に
過

ぎ
な

い
と

い
ふ
立
前

か
ら
内

縁
関
係

に
対
し

て
「
婚
姻

豫
約

」
な

る
語

を
用

ひ
て
き

π
判
例

は
、
共

後
内

縁
関
係

に
非

ざ

る
輩
な

る
婚
約
関
係

に
対
し

て
も
同
じ

く
「
婚

姻
豫

約
」
な

る
語

を
用

ひ

て

ゐ
る
。
然

し
な

が
ら
實

際

上

す

で
に
婚

姻
を

形
成

し

て

ゐ
る
内

縁
関
係

と
単
に

將

來
婚
姻

を

な
す

べ
き
約

束
あ

る



に
過
ぎ
な

い
婚
約
関
係

と

は
同

一
覗

せ
ら

る
べ
き

で
な

く

、

こ
れ
が

法
律

的
考
察

を
な
す

に
當

つ
て
も
明

瞭

に
区

別

し

て
研
究

せ
ら

る
べ
き

で
あ

る
。

婚
約
関
係

に

つ

い
て
は

、
多
く

の
鰭

外

國
に
於

て
民

法
中

に

こ
れ

に
關

す

る
規

定

を
設

け
、

或

は
判
例

に

よ

つ
て

そ

の
効
力

を
認

あ
、
婚

約

に
關

す

る
種

々
の
法
律
関
係

か
明

に
さ
れ

て

ゐ
る
(四
)。

我
民

法

に

は
婚

約

に
關

す

る
規

定
が

な
く

叉

、
所
謂
「
婚
姻

豫
約

」
の
判
例

に
於

て
は

、
そ

の
ほ

と

ん
ど

す

べ

て
が
實

質
的

婚
姻

た

る
内

縁

に
關

す

る

も

の

で
あ

つ
て
、
純

藤
な

婚

約
に
關

す

る
も

の
は
僅

に

二
、
三

を
歎

へ
る
に
過

ぎ
な

い
(置
)。

故

に
内
縁
関
係

に

つ

い
て

の
諸

問
題
が

判

例
に

よ

つ
て
あ

る
程
度
蛮

で
明

に

せ
ら

れ

た

の
に
反
し

て
婚
約
関
係

に

つ

い
て
は
未

だ
判
例

に

よ

つ
て

こ
れ

を

う

か

讐
う

こ
と
が
出

來

な

い
。
然

込
我
國

に
於

て
も
婚

姻

は
先

づ
婚

約
あ

る
に

よ

つ
て
成

立
す

る

の

が

普
通

で
あ

つ
て
、

こ
れ
が
違

約

の
場
合

の
損
害

賠
償

、
結

納

の
返

還

等
に
關

し

て
種

々

の
問

題

を
生

ず

る

の
で
あ

る
か
ら

、
婚
約
関
係

の
研

究

も
重

要
な

る
事
項

で
あ

る
け
れ

ど

も
便

宜
上

本
稿

に
於

て

は
そ

の
範
囲

を
内

縁
関
係

に

と

ど

め
る

こ
と

＼
す

る
。

四

婚
約
関
係
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
も
の
は
、
ド
イ
ツ民
法
(
=
一九
七
條
ー

=
二
〇
二
條
)、
ス
イ
ス
民
法
(九
〇
條
-
九
五
條
)、
中
華
民

國
民
法
(
九
七
二
條
-
九
七
九
條
)等
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は
規
定
が
な
い
け
れ
ど
も
剣
例
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
の

規
定
に
關
し
て
は
、
H
e
l
l
m
a
n
n
,
 
D
a
s
 
 
V
e
r
l
o
b
n
i
s
s
 
n
a
c
h
 
d
e
m
 
B
.
 
G
.
 
B
.
,
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
j
u
r
i
s
t
e
n
z
e
i
t
u
n
g
 
B
d
.
 
6
 
S
.
 
2
1
7
-
2
2
1
,

が
あ
る
。
英

法
に
於
て
も
婚
約
の
数
力
は
久
し
く
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
K
e
e
z
e
r
,
 
A
 
T
r
e
a
t
i
s
e
 
o
n
 
t
h
e
 
L
a
w
 
o
f
 
m
a
r
r
i
a
g
e
 
a
n
d
 
D
i
v
o
r
c
e
,
 
2
n
d

内
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の
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律
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係

(清
水
)

(
第
五
巻

第
二
號

二
八
五
)

五



内
繰

の
法
律
関
係

(清

水
)

(
第
五
巻

第

二
號

二
八
六
)

六

E
d
.
,
 
 
I
n
d
i
a
n
a
p
o
I
i
s
,
 
1
9
2
3
 
P
.
 
1
-
7
2
,

置

例
へ
ば
、,
大
審
大
正
六
・二
・
二
八
民
三
・録
二
三
輯
二
九
二
頁
、
大
審
大
正
九
・
五
・
二
八
民

一
・録
二
六
輯
七
七
五
頁
、
大
審
昭
和
六
.
二
.
二
〇

民
五
・新
聞
三
二
四
〇
號
四
頁
、
東
控
大
正
一
四
・八
・
一
〇
・新
聞
二
四
五
二
號
五
頁
。

さ

て
、
嚴
密

に
言

ふ

な
ら
ば

内
縁

の
夫
婦

な

る
も

の

は
我

國

に
特

有
な

る
存
在

で
は
な
く

、
欧

洲

に
於

て
も
可
な

む

存
在

し

、

古
代

ロ
E

マ
及

び
中

世
紀

の
欧

洲

に
於

て
も

一
種

の
内

縁
が

存

し

て
ゐ
た

の
で
あ

る
。

然

し
な

が
ら

こ
れ
等

の
内

縁

は
今

日
我

國

に
於

け
る
内
縁

と

は
そ

の
登

生

の
原
因

に
於

て
大
に
異

う
、
從

つ

て
そ

の
意

味

、
内

容

に
於

て
大

に
異

る
も

の
が

あ

つ
て
同

一
に
論

ず

る

こ
と

は
不

可
能

で
あ

る
。
我

國
に
於

け

る
内

縁

の
生
成

、

こ
と

に

内

縁
が

多
数

に

存
在

す

る
の
は
全

く
我

國
個
有

の
社
會

的

及
び
法
律

的
事
情

に
蹄

因

す

る
も

の

で
あ

つ
て

、
内

縁

の

問

題
が

、
今

日
我

國

に
於

て
特
に
重

要
な

る
意
味

を

も

つ
て

ゐ
る
理
由

も

こ
れ
が

た
め

で
あ

る
(六
)。

六

西
洋
諸
國

で
法
律
婚
主
義

を
探

っ
て
ゐ
る
所

で
は
、
大
抵
教
會

に
対
す

る
禁

令
が
出
て
居

て
、
市
役
所
等
に
於
け
る
法
律
上

の
手
續

が
濟
ま
ぬ

間

は
教
會

で
結
婚
式
を
取
扱

つ
て
は
な
ら
ぬ
と

い
ふ
こ
と
に
を

つ
て
ゐ

る
。
從

つ
て
教
會

で
儀
式
を

す
る
時

に
は
す
で
に
法
律

上

の
夫
婦

に
な

っ

て
居

る
の
で
あ
る
か

ら
、
事
實
上
は
夫
婦

で
あ

る
が
法
律
上

は
ま
だ
夫
婦
で
な

い
と

い
ふ
関
係

は
普
通

に
は
起
り
得

ず
、
あ

つ
て
も
少

い
の
で
あ

る
。

こ
れ

に
反
し

て
我
國

で
は
、
家
庭
内
で
も
、
紳

肚
、
佛

閣
、
教
會
等
で

も
自
由

に
結
婚
式

が
墨

げ
得

ら
れ

る
の
で
あ

る
か
ら
、
内
縁
関
係

が

生
じ
易

い
。
又
、
今

日
普
通

の
慣
習
で
は
、
結
婚
式
の
前

叉
は
當
日

に
婚
姻
届
を
す
る

の
は
む
し
ろ
稀

で
、
大
抵
は
婚
禮
後
敷

日
を
経

て
か
ら
届

を
す

る
。
そ

の
間
は
数
日

で
も
法
律
的

に
は
内
縁

の
夫
婦

で
あ

る
。
又
時
に
は

一
年
も
二
年

も
届
を
せ
ず
子
供
が
生

れ
て
か
ら

と

い
ふ
の
や
、
叉

家
風

に
合

つ
て
か
ら
と
か
、
夫
婦
折
合
が
よ
か

つ
た
ら
と
か

い
ふ
の
が
あ

る
。
要
す

る
に
今
日
我
國

民

の
大
多
数

の
婚
姻
は
内
縁
関
係

で
始
ま
り



而
し

て
其
中
の
少
な
か

ら
ぬ
部
分
は
内
縁

の
夫
婦

の
儘
で
絡

る
こ
と
に
な
る
。
(
穗
積
博
士

・
親
族
法

二
五
三
頁

以
下
に
よ
る
)
。
か

」
る
社
會

的

慣
習
に
加

ふ
る
に
、
我
民
法

の
規
定
、

こ
と
に
家

の
尊
重
か
ら
婚
姻
が
不

可
能
又

は
困
難

と
さ
れ

て
ゐ

る
規
定

の
存
在

で
あ

つ
て
、
例

へ
ば
、
男

女
双
方
戸

主
又
は
法
定
推
定
家
督
相
続

人
で
あ
る
場
合

の
如
き
最
も
著
し

い
も
の
で
あ

る
。

西
洋

に
於

て
内
縁

が
盛

ん
に
行
は
れ
た

の
は

ロ
ー
マ
で
あ
る
。
最
初
、
皇
帝

が
内
線

を
正
式

の
婚
姻

と
並
ん

で
法
律

的
制
度

と
し

て
認
め

て
か
ら
幾
多

の
變
遷

を
経

て
東

欧
に
於

て
は
九
世
紀

の
時

に
、
西
欧

に
於

て
は
十
六
世
紀

の
時
に
禁
止

せ
ら
れ

る
ま
で
存
続

し
た
も
の
で
あ

る
。

ロ
ー

マ
の
内
豫

に

つ
い
て
は
栗
生
博

士

の
研
究

、

ロ
ー

マ
の
内
様

と
日
本

の
そ
れ

「
志

林

二
八
巻

九
・
一
〇
號
」
、
婚
姻
立
法
に

お
け
る
二
主
義

の
抗
争
二

二
三
ー

二
六
二
頁

、
ビ
ザ

ン
チ

ン
期
に

お
け
る
親
族
法

の
蛮
達

七
五
-

九
〇
頁

婚
姻

の
近
代
化
六
ニ
ー

六
七
頁

、
が
あ

が
あ

る
。
鰍
洲
に
於
け

る
初
期

の
艮
法
典

に
も

内
縁
を
認
め
た
も
の
が
存
し
た
よ
う
で
あ
る

(
例

へ
ば
ド
イ
ツ

に
於
け

る

ス
ペ
イ

ン
に

於
け

る

等

)。

現
代

の
欧
米
諸
國

に
於

て
は
す
で

に
蓮
べ
た
よ
う
に
内
縁

と

い
ふ
関
係

は
余
り

多
く

な
く
從

つ
て
我
國

に
於
け

る

程
多
く

の
法
律
的
問
題
が
生
じ
な

い
よ
う
で
あ
る
。

ド
イ

ツ
に
於

て
は
内
縁

に
關
す

る
記
述

が
甚
だ
少

い
。

フ
ラ

ン
ス
に
於

て

は

叉
は

と
し

て
相
當
論

ぜ
ら
れ
て
居

り
判
例
も
出

て
ゐ
る
。

並

に
同
書

所
載

の
文
献
、
我
國

で
は
木
村
教
授
・
フ
ラ
ン
ス
法

に
於
け

る
内
縁

「
關
西
大
學
研
究
論
集
第

二
號

二
五
頁
以
下
)
。
英
米

に
於

て
は
内
縁

の
妻
を

又
は

と

い
ひ
、

こ
れ

に
關
す
る
判
例

が

こ
と
に
米
國

に
於

て
相
當
田
て
ゐ
る
。
以
上
古
代

ロ
ー

マ
よ
り
現
代
欧
米
諸
國

に
於
け

る
内
縁

の
法
律
関
係

を
比
較
研
究

す

る
こ
と
は
甚
だ
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都
合
も
あ

り
、
本
稿

は
我
國

の
も

の
に
限
り
、

そ
の
研
究
を
他
日

に
ゆ
つ

る
こ
と
」
す

る
。

内
縁

の
法
律
関
係

(
清
水
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
八
七
)

七

・

 (concubinatus)

L
eo der W

eise

A
ug a tus

L
eo

x

,Paul M
eyer, D

er rbm
ische K

onkubinat, 1895,

E
he zur linken H

and od. m
organatische E

he,

 barragania

(K
onkubinat)

concubinage
union libre

(Planiol et R
ipert, T

raite pratique de

droit civil francais, t. II, 1926, P. 58-59 ; Planiol, T
raite elem

entaire de droit civil, lle ed., t. I, 1928, P. 255,

concubine
m

istress



内
線

の
法
律
圃
係

(
清
ホ
)

(
第
五
巻

第

二
號

二
八
八
)

八

二

内
縁

の
法
律
的

性

質

内

縁
が

い
か
な

る
法
律
的

性
質

を
有

す

る
も

の
で
あ

る
か
に

つ
き
判

例
に

現
れ

π
所

で
は
明

瞭

で
な

い
(
闇
)。

か

の
大

正
四
年

一
月

二
六

日
の
判
決

に
於

て

は
、
軍

に

「
婚
姻

豫
約

ハ
將

來

二
於

テ
適

法

ナ

ル
婚

姻

ヲ
爲

ス

ヘ
キ

コ
ト

ヲ
目
的

ト

ス
ル
契

約

ニ
シ
テ
」

と
言

つ
て

ゐ
る
だ

け

で
あ

つ
て
そ
れ
が

如
何

な

る
性

質

の
契

約

で
あ

る
か

は
知

る

こ
・

と
が
出

來

な

い
。

そ

の
後

、
大

正
八
年

四
月

二
三

日

の
大
審

院
判

決

は
、

原
審
た

る
廣
島

控
訴

院

が

「
婚
姻

ノ
豫
約

ハ
將

來
適

法

ノ
婚
姻

ヲ
爲

ス

コ
ト
ヲ
目
的

ト

ス
ル
債
権
契

約

津
シ
テ
」

と
述

べ
π

の
に
野

し

て

、

「
婚
姻
ノ
豫
約

ハ
…
…
之

昌
因
リ
テ
婚
姻
ノ
成
立
ヲ
強
制

セ
ラ
ル

ヘ
キ
債
務
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
昌
非
ス
シ
テ
軍

二
正
當
ノ
理
由
ナ
グ
シ

テ
違
約
シ
タ
ル
場
合

二
於
テ
ノ
ミ
違
約
者

ハ
豫
約
ノ
不
履
行
ト
シ
テ
相
手
方

二
封

シ
損
害
賠
償

ノ
責

二
任

ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
モ
ノ
ト

ス
故

二
原
院
力
之
ヲ
以
テ
債
権
契
約
ノ
如
ク
設
示
シ
タ
ル
ハ
其
當
ヲ
得

ス
ト
難
モ
婚
姻
ノ
豫
約

ハ
婚
姻
ノ
成
立
ス
ル
前
提
事
項
タ
ル

一一
止
マ
リ
其
成
立
ヲ
強
制

セ
ラ
ル
ヘ
キ
債
務
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ

ニ
非
ス
シ
テ
婚
姻
其

モ
ノ
ト

ハ
全
ク
別
箇
ノ
契
約
ナ

レ
ハ
民
法
第
七
百

六
十
五
條
ノ
婚
姻
年
齢

二
達

セ
サ
ル
者
ノ
爲

シ
タ
ル
婚
姻
豫
約
ト
難
モ
上
告
人
ノ
如
ク
當
時
既

二
年
齢
十
五
年
五
ケ
月
ノ
未
成
年

ニ

シ
テ
意
思
能
力
ヲ
有

ス
ル
者
ノ
爲
シ
タ
モ
ノ
ナ
ル
以
上

ハ
自
己
ノ
行
爲
ノ
何

モ
ノ
タ
ル
カ
ヲ
辮
識

シ
テ
爲

シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ

其
契
約

ハ
婚
姻

ノ
豫
約
ト
シ
テ
無
敷

二
非
ス
」
(
二
)

と
言

つ
て
債
権

契
約

で
あ

る
こ
と
を

否
定

し

て
ゐ
る
が
積

極

的
に

そ

の
契

約

の
性

質

に

つ

い
て

は
鯛

れ

る
所
な
く

依



然

と

し

て

不

明

瞭

で

あ

る

。

だ

Ψ
下

級

審

の
判
例

に

は

内

縁

を

以

て

「,
親

族

法

上

二
於

ケ

ル

一
種

ノ

法

律

行

爲

」
或

は

「

一
種

ノ
身

分

上

ノ
契

約

」
で

あ

る

と

し

疫

も

の

が

あ

る

(
閏昌
)。

一

前

に
述
べ
た
よ
う

に
判
例

は
婚
約
関
係

も
内
縁
関
係

も
共
に
婚
姻
豫
約

で
あ

る
と
云
ふ
見
方

に
操

つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
婚
姻
豫
約

の
法

律

的
性
質

に

つ
い
て
も
廣

く
雨
者
に
通
じ

て
の
観
念
で
あ

つ
て
、
雨
者
に

つ
い
て
区
別

し
て
見

る
こ
と
は
田
來

な

い
よ
う
で
あ

る
。

二

大
審
大

正
八
・
四
・
二
三
民
三
・縁
三

五
輯
六
九
三
頁

。

三

盛
岡

匿
大

正
七
・
五
・
三
〇
・
新
聞

】
四
二
六
號

一
八
頁
、
東
京
地

大
正
八
・
三
・
一
〇

・評
論

八
巻
民

一
九
七
頁
。

次
に
内

縁

の
法
律

的
性

質

に
關

す

る
學

読
に

つ

い
て
述

べ

る
。

元
來

、
内

縁

の
性
質

に

つ

い
て
は
婚
約

の
そ

れ
と

匠

別
し

て
考
察

せ
ら

る
べ
き

こ
と
前
述

の
如
く

で
あ

る
が

、
諸
學

者

の

こ
の
問

題

に

つ

い
て
読

か
る

＼
中

に
は
、

こ

の
両
者

の
区
別

を
意

識

的

に

か
無
意

識
的

に
か
超

越

し

て
、
判
例

の
用
語

の
如
く

「
將
來

二
於

プ
適

法

ナ

ル
婚

姻

ヲ

爲

ス

ヘ
キ

コ
ト
ヲ
目

的

ト

ス
ル
契

約
」

π

る
「
婚

姻
豫

約

」
の
法
律

的
性

質

を
述

べ
ら
れ

て
ゐ
る

も

の
が

あ

る

之
と
を

注
意

せ
ね
ば

な
ら
な

い
(四
)。

四

例
へ
ば
、
石
坂
博
士
・
婚
姻
豫
約
ノ
効
力
(後
出
、
法
協
三
五
巷
四
號
一
四
二
頁
以
下
)
、
曄
道
博
士
・
後
出
、
最
近
大
審
院
民
法
判
例
批
評
一

七
四
頁
以
下
、
三
八
〇
頁
以
下
及
び
民
法
研
究
二
七
〇
頁
以
下
、
和
田
判
事
・
後
出
、
婚
姻
法
論
七
二
〇
頁
以
下
、
等
。

さ

て
、
内

縁

の
法
律

的
性
質

に

つ

い
て
、

從
來

の
學

読

を
見

る
と

大
膿

次

の
三
種

類

に
分

け

て
考

へ
る

こ
と
が
出

來

る
と
思

ふ
。

内
縁

の
法
律
関
係

(
清
ホ

)

(
第

五
巻

第

二
擁

二
八
九
)

九



内
線

の
法
律
関
係

(清

水
げ

(
第
五
巻

第

二
瀧

二
九
〇

》

一
〇

内

縁

を
以

て
債

権
契

約

で
あ

る
と
な

す
説

。

こ
の
見

解

を
と

る
學
者

は
、
内
縁

と

い
ぶ

特
殊
関
係

に
鯛

れ
な

い
で

一
般
に
「
婚
姻
豫

約

」
と

い
ふ
概
念

を
野
象

と

し

て
論

ず

る
學

者

に
多

い
。
而

し

て
婚

姻
豫

約
を

以

て
債
権

契

約

で
あ

る
と

い
ふ
読

の
論

擦

と

し
て
墨

げ

て
ゐ
る
所

は
大
膿

次

の
如

く

で
あ

る
。

①

婚
姻
豫
約
は
將
來
婚
姻
を
な
す
べ
き
こ
と
を
約
す
る
に
過
ぎ
す
し
て
現
に
夫
婦
関
係

を
成
立
せ
し
め
る
婚
姻
そ
の
も
の
と
は
異

る
。
而
も
、
我
民
法
に
は
婚
姻
豫
約
な
る
身
分
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
親
旅
行

爲
に
限
定
主
義
を
探

つ
て
ゐ
る
親
族
法
に
於
て

婚
姻
豫
約
を
親
族
法
上
の
契
約
と
な
す
こ
と
は
出
來
な

い
。

②

親
族
法
上
の
契
約
で
な
い
と
す
れ
ば
當
事
者
間
に
將
來
婚
姻
を
な
す
べ
き
債
権
債
務
を
生
す
る
契
約
即
箪
純
な
δ
債
権
契
約
で

あ
る
と
す
る
よ
り
外
な

い
。
而
し
て
債
権

法
上
の
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
つ
て
有
敷
に
な
す
こ
と
が
出
來
る
(竃
)(六
)。

重

嘩
道
博
士
.
婚
姻
豫
約
ノ
効
力
及
婚
姻
豫
約
不
履
行
に
因
ル
賠
償
責
任
ト
訴
ノ
原
因
(最
近
大
審
院
民
法
判
例
批
評
と

七
四
頁
、
特

二
、
一
七

八
、
一
七
九
頁
。
同
博
士
・
婚
姻
豫
約
ノ
法
律
上
ノ
性
質
及
婚
約
能
力
(同
書
)
三
八
〇
頁
。
同
博
士
・
所
謂
婚
姻
ノ
豫
約
ノ
大
審
院
判
決
及
其
論

騨
品
就
テ
(
民
法
研
究
)二
七
〇
頁
。
和
田
剣
事
・
婚
姻
法
論
七
二
〇
頁
以
下
。
宗
宮
氏
・
不
法
行
爲
論
三
五
八
頁
。

樹
、
婚
姻
豫
約
を
債
樫
契
約
と
す
る
と
き
は
総
則
及
び
債
権
法
の
規
定
が
當
然
適
用
せ
ら
れ
、
①
婚
姻
は
男
十
七
年
女
十
五
年
に
達
す
れ
ば
田

來
る
が
、
豫
約
は
成
年
に
達
せ
な
け
れ
ば
稠
り
で
有
敷
に
な
し
得
ず
、
②
禁
治
産
者
の
婚
姻
は
後
見
人
の
同
意
を
得
ず
し
て
有
敷
な
る
に
、
豫
約

は
常
に
取
清
し
得
ぺ
き
も
の
と
な
る
。
③
婚
姻
は
男
三
十
年
女
二
五
年
に
蓮
す
る
ま
で
は
父
母
の
同
意
を
要
す
る
に
豫
約
に
は
成
年
に
な
れ
ば
何

人
の
同
意
を
も
要
し
な
い
、
等
の
矛
盾
が
あ
る
、
と
い
ふ
批
難
に
対
し
て
は
.
婚
姻
は
身
分
関
係
の
創
設
を
目
的
と
す
る
契
約
な
る
に
反
し
、
婚



姻

の
豫
約

は
債
務
関
係

の
創
設
を
目
的

と
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
全
然
そ

の
性
質
効
力

を
異

に
し

て
ゐ

る
散
、
両
者

の
要

件
等
を
異

に
す

る
所

が
あ

っ
て
電
決

し

て
矛
盾

で
は
な

い
、
と
辮
じ

て
ゐ
る
(
嘩
遺
博
士

・
前
掲

、
和
田
判
事

・
前
掲

)
。

六

中
島
博

士
も
婚
姻
豫
約
を
以

て
債
権
契

約
た
る
性
質

を
有

す

る
こ
と
を
認

め
ら
れ

て
ゐ
る

(同
博

士

・
婚
姻

の
豫
約
「
親
族
相
続

法
改
造
論
」
一

〇
六
頁

)

の
で
あ

る
が
、
博
士

は
翠
な

る
婚
約
関
係

と
内
縁
関
係

と

の
相
違
を
明
か
に
国
別

し
て
居

ら
れ

る
の
で
あ

つ
て
、
大
正
四
年

の
大
審
院

判
決

が
、
事
實

上
の
婚
姻
を
な
し
た

る
内
縁

の
夫
婦
関
係

を
婚
姻

の
豫
約
と
し
た
る

こ
と
を
事
實

に
反
す

る
不
自
然
な
見
方
で

あ
る
と
せ
ら
れ

て

ゐ

る
。
そ
し

て
博
士
は

「
婚
姻
式

即
ち
親
言

の
式

は
婚

姻
締
結

の
式
で
あ
る
。
故

に
既

に
慣
脅
上

の
婚
姻
式

を
濟
ま
せ
ば
、
當

事
者
間

に
於

て
將

來

婚
姻
を
爲

す
の
契
約
存
す

る
こ
と
な
き
は
明
瞭
な

る
事
實
で
は
無

い
か
。
然
る
に
、
此
の
状
態

に
至

つ
て
始

め
て
法
律
上
効
力

を
認

め
ら
る
可

き
豫
約

が
存
す

と
爲
す

に
至
り

て
は
矛
盾
も
亦
甚
だ

し
く
只
驚

愕

の
外
は
無

い
。

…
…
散

に
債
梅
契
約

と
し

て
の
婚
姻

の
豫
約

を
認

め
ん
と
欲

せ

ば
、
そ
は
當
事
者

の
意
思

に
於

て
婚

姻
式
塞
・行
前

に
存
す

る
事
實

で
な
け

れ
ば
な

ら
ぬ
。
…
…
婚

姻
の
豫
約
と
し

て
法
律
上

の
効
力

を
認
め
ん
と

せ
ぱ
、
宜

し
く
結
納
式
叉
は
結
納

の
交
換
授
受
を
以

て
豫
約

た
る
の
事
實
と
し
な
け
れ
ば
理
論

に
も
實
際

に
も
合
は
な

い
の
で
あ
る
。
結
納

は
我

國

の
慣
脅

に
於

て
、
容
易

に
違
憂

す
べ
か

ら
ざ

る
、
堅
き
夫
婦

の
約
束

で
あ
る
。
將
來
畢

行
せ
ら
る
可
き
婚
姻

の
締
結
を
目
的
と
す
る
當
事
者
間

の
合
意

で
あ
る
か
ら

、
是
れ
を
以

て
豫
約

と
認
む

る
を
至
當
と
す
る
。

又
豫
約
が
結
納
で
あ
る
な
ら
ば
、
其

の
性
質
は
債
権
契
約

で
あ
る
と
論

じ

て
も
差
支

は
な

い
」

(
同
博
士
.婚
姻
法
改

正
論
「
前
掲
書
」
一
四
〇
頁

以
下
)
と
論

霧
t
居
ら
れ
る
所
か
ら
み
る
と
博
士
は
婚
約
を
以

て
債
権
契
約

な
り
と
さ
れ

て
ゐ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
内
縁
が
如

何
な
る
法
律

的
性
質
を
有
す
る
か
に

つ
い
て
は
述

べ
ら
れ

て
な

い
。

二

内

縁

を

以

て

親

族

法

上

の

契

約

で

あ

る

と

な

す

説

。

こ

の

説

は

内

縁

或

は

婚

姻

豫

約

が

そ

の

性

質

上

債

権

契

約

と

は

異

ち

、

親

族

法

上

の

契

約

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

す

る

も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

説

を

探

る

者

を

更

に

次

の

三

種

に

分

け

て

考

へ
ら

れ

る

。

内
豫

の
法
律
関
係

(清

ホ
)

(
第

五
巻

第

二
駿
,
二
九

一
)

一
一



一内
縁

の
法
律
購
欄係

(
清
・水
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
・九
二
)

一
二

qり

婚
姻

豫
約

は
性

質
上

親
族

法
上

の
契
約

で
あ

る
け

れ
ど

も
、
現

行
法
上

こ
れ

を
認

め

る

こ
と

は
出

來

な

い
。

專

ら

立
法
論

と
し

て
論

じ

得

る

の
み

で
あ

る
、
と

い
ふ
読

。

石

坂
博

士

は
婚

姻
豫

約
が

債
権
契

約

に
非

ざ

る
こ
と
を
論

ず

る
に
當

つ
て
性

質
上

む
し

ろ
親

族

法
上

の
契
約

で
あ

る
と

い
ふ
見
解

を

と

つ
託
居

ら
れ

る
の

で
あ

る
が

、
親

族
法

上

の
契

約

に
關

し

て
は
そ

の
種
類

が

限
定

せ
ら
れ

て
居

わ

從

つ
て
法
律

が
認

め
る
親

族
法

上

の
契

約
以

外
に
自

由

に
締
結

す
蟹

こ
と
が
出

來
な

い
か
ら

、
民
法

の
解
釈

と

し

て
は
婚

姻

豫
約

を
親

族
法

上

の
契
約

と

す

る

こ
と
を

得
な

い
と

な
し

、
結

局
婚

姻
豫

約
を

以

て
無

敷

と
さ
れ

て
居

る

の
で
あ

る
(七
)。

七

・
石
坂
博
士
・
婚
姻
豫
約
の
効
力
(民
法
判
例
批
評
)法
協
三
五
巻
四
號

一
四
二
頁
。
博
士
も
特
に
内
縁
関
係
に
つ
い
て
匠
別
せ
ず
一
般
に
婚
姻
の

豫
約
と
し
て
論
じ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
婚
姻
締
結
ノ
結
果
ハ
配
偶
者
相
互
間
昌
全
人
格
二
封
ス
ル
関
係
ヲ
生
ズ
從
ツ
テ
締
結
行
爲
ハ
通
常

債
権
ノ
目
的
タ
ル
給
付
ト
ハ
其
性
質
ヲ
異
ニ
シ
寧
親
族
法
上
ノ
請
求
橿
ノ
目
的
タ
ル
給
付
ト
其
性
質
ヲ
同
フ
ス
ル
モ
ノ
ト
ナ
サ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
散

二
若
シ
婚
姻
豫
約
ノ
効
力
ヲ
認
メ
権
利
ノ
発
生
ヲ
認
ム
ペ
キ
モ
ノ
ト
セ
バ
其
請
求
権
ハ
債
権
タ
ル
性
質
ヲ
有
セ
ズ
親
族
法
上
ノ
擢
利
ト
ナ
ス
ヲ
適

當
ト
ス
ペ
シ
」
(前
掲
一
四
七
頁
)。
「立
法
論
ト
シ
テ
ハ
婚
姻
豫
約
ヲ
以
テ
或
ハ
親
族
法
上
ノ
契
約
ト
ナ
ス
コ
ト
ヲ
得
ベ
シ
ト
錐
モ
債
穆
契
約
ト
ナ

ス
ハ
當
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
」
(前
掲

一
五
五
頁
)。

②

内
縁
を
以
て
法
律
上
有
数
な
る
親
族
法
上
の
契
約

で
あ
る
と
す
る
読
。

穗
積
博
士
は
大
正
四
年

一
月
二
十
六
日
の
判
決
を
以
て

「
民
法
典

ノ
解
釈
適
用
デ

ハ
ナ
ク
シ
テ
民
法
典

ノ
歓
陥

二



封

ス
ル
補
充

的

立
法
行
爲

デ

ァ

ル
L
と
言

は
れ

、
民

法
典
に
欠

飲

し

て
ゐ

る
内
縁

に
關

す

る
法

規
が

裁
判

所

に

よ

つ

て
判
例

法

と
し

て
出

來

た
竜

の
で
あ

る
と

せ
ら
れ

だ
(八
)。

博

士

は
内

縁

の
法
律

的
性

質
に

つ

い
て

は
直
接
に

何
等

述

べ

て
居

ら

れ
な

い
け

れ
ど

も

こ
の
見
解

は
、

そ
れ

を
前

提

と
す

る
な
ら
ば

、
内

縁

を
以

て
判

例

に

よ

つ
て
認

め
ら

れ

π
親

族

法
上

の
契

約

で
あ

る
と
説

明
す

る

こ
と

の
可
能

性

を
持

つ
て

ゐ
る
。

近

來

内
縁
関
係

が

實

質
的

な
婚
姻

で
あ

る
と

い
ふ
観
点

か
ら

見
ら

れ

る
や
う

に
な

う
内

縁

を

以

て

一
種

の
身

分

で

あ

る
と

し
從

つ
て
内

縁

を
形
成

す

る
行
爲

は
親
族

法
上

の
契
約

で
あ

る
と

い
ふ
見

解
が

行

は
れ

て

ゐ
る
が

、

そ

の
論

の
前

提

と

し
て
は
穗
積

博

士
と

同
様

の
観

念

に
基

い
て
ゐ

る
も

の
と
思

は
れ

る
(九
)。

八

穗
積
博
士
・
婚
姻
豫
約
有
敷
判
決
ノ
眞
意
義
(法
學
志
林
一
九
巷
九
號

一
頁
以
下
)
「
正
當
ノ
理
由
ナ
キ
婚
姻
届
出
拒
絶
者
二
損
害
賠
償
責
任
ヲ

負
ハ
シ
メ
ル
ト
云
フ
結
論
二
封
シ
テ
ハ
、
大
審
院
ノ
新
判
決
二
封
ス
ル
反
対
論
者
ニ
モ
恐
ラ
ク
異
論
ハ
ア
ル
マ
イ
。
唯
ダ
岡
松
博
士
ハ
大
審
院
ノ

判
決

理
由
ガ
婚
姻
豫
約
ニ
ア
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
婚
姻
豫
約
ト
見
タ
牽
強
附
會
ヲ
餐
メ
、
石
坂
博
士
ハ
叉
其
ノ
現
行
民
法
典
ノ
解
釈
ト
シ
テ
ノ
不
當
ヲ

責
メ
テ
、
大
審
院
ノ
新
判
決
謬
レ
リ
ト
結
論
シ
タ
。
然
ル
ニ
余
ハ
、
大
審
院
ノ
判
洗
理
由
ガ
牽
強
附
會
デ
ア
ル
コ
ト
ヲ
轡
ム
ル
鮎

二
於
テ
ハ
敢
テ

岡
松
博
士
二
譲
ラ
ズ
又
モ
シ
此
問
題
ヲ
現
行
民
法
ノ
解
羅
問
題
ト
ス
ル
ナ
ラ
バ
大
髄

二
於
テ
石
坂
博
士
ノ
批
難
二
與
ミ
ス
ル
ガ
、
大
審
院
ノ
新
剣

決
其
モ
ノ
ニ
封
シ
テ
ハ
膏

二
之
ヲ
是
認
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
時
弊
二
適
申
シ
タ
名
判
決
ト
シ
テ
之
ヲ
歓
迎
シ
タ
イ
ノ
デ
ア
ル
。
而
シ
テ
余
ノ
議
論

ノ
根
振
ハ
、
該
判
決
ハ
現
行
民
法
ノ
解
羅
適
用
デ
ハ
ナ
ク
シ
テ
裁
判
所
ノ
補
充
的
立
法
行
爲
デ
ア
ル
ト
云
フ
一
鮎
昌
存
ス
ル
。
」(前
揚

一
七
頁
)

九

小
石
判
串
・
判
例
を
中
心
と
し
て
観
た
る
「
内
縁
」
の
諸
問
題
(法
曹
會
雑
誌
十
巻
十
號
二
九
頁
)は

「,我
民
法
に
於
て
親
族
法
上
の
行
爲
が
物
橿

法
上
の
行
爲
と
同
じ
く
そ
の
種
類
を
限
定
せ
ら
れ
、
當
事
者
の
意
思
を
以
て
自
由
に
新
た
な
る
身
分
関
係
を
創
設
し
得
な
い
も
の
な
る
こ
と
は
、

内
　縁

の
法
律

闘
脚係

(
清

水

)

(
第
亭
工
巷

第

二
號

二
・九

三
)

一
一一一



内
縁

の
法
律
関
係

(
清
水
)

(
第

五
巻

第

二
號

二
九
四
)

一
四

●

是
亦
其
の
行
爲

の
性
質

よ
り
し

て
言
を
侯

た
ざ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
ひ
然
し
乍

ら
問
題

は
自
ら
別
箇

の
と

こ
ろ
に
存
在
す

る
。
内
縁
は
判
例

に
依

り

「
適
法

に
し
て
有
敷
な

り
」
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
既
に
法
律

上
有
敷

の
も
の
と
な
り
た
る
以
上
、
之

が
法
律
的
性
質
は
其

の
實

質
に
即
し
て

考
察

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
内
豫

は
既
述

の
如
く
其
の
實
質

に
於

て
は
何
等
婚
姻
と
異

る
と

こ
ろ
な
き
も

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ

は
當
事
者

の
性

情
に
基

い
て
生

じ
た

る
自
然
的
な

る
結
合
で
あ
り
、
決
し
て
當
事
者
間

に
債
権
関
係

を
発
生

せ

し

む

る

に
過
ぎ
な
い
如
き

も
の
で
は
な

い
。
:
・

…
…
唯
内
縁

の
當
事
者
は
そ
の
性
結
合

が
婚
姻
と
呼
ば
る
エ
に
必
要
な
る
法
律
上

の
方
式
を
具
備
し
て
ゐ
な

い
と

い
ふ
理
由
か
ら
し
て
未
だ
婚
姻

協
同
盤

の

一
員

と
し
て
の
法
律
効
果

を
享
け
得

ら
れ
な

い
丈

で
あ

つ
て
、
そ
れ
が

一
種

の
身
分
で
あ
る
こ
と
は
疑

の
儀
地
は
な

い
、
從

つ
て
内
縁

締
結
行
爲

は
之

を
法
律
行
爲
と
し
て
親
れ
ば

一
の
身
分
行
爲
就

中

「
身
分

へ
の
行
爲
」

た

る
性

質
を
有

す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
當
事
者

が
互
に
其

の
相

手
方

に
対
し

て
有
す

る
請
求
権

の
如
き
は
寧
ろ
斯
か

る
身
分
か
ら
派
生
す
る
効
果

の

一
と
み
る
べ
き

で
あ
ら
う
」
。

爾
内
縁
を
以

て
身
分
上

の
契
約

な
り
と
す

る
見
解

を
持
し
て
居

ら
る
、
學
者
と
し

て
は
、
岩

田
博
士

・
婚
姻
豫
約

の
實

誰
的
考
察
(
商
大

・法
學

碗
究
3

三
八
頁
以
下
)
、
小
池
教
授

・
日
本
親
族
相
続

法
論
三
四
頁
以
下

、
齋
藤
教
授

・
國

際
私
法

上
の
婚
姻
豫
約
(
論
叢

二
七
巷
三
號

一
七
頁
、

等
。法

曹
會

決
議

、
大
正

一
〇
・
一
一
・
一
九
は

「
婚
姻

ノ
豫
約

ハ
將
來
婚
姻

ヲ
爲
サ

ン
ト
ス
ル
ノ
契
約

ニ
シ
テ
身
分
関
係

ノ
成
立

ヲ
目
的

ト
ス
ル
モ

ノ
ナ

レ
ハ

一
種

ノ
親

族
法
上

ノ
契
約

ニ
シ
テ
債
権
契
約

ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以

テ
債
権
契
約

又

ハ
財
産

昌
關

ス
ル
法
律
行
爲

ヲ
前
提

ト
ス
ル
規
定

ハ
之

力
適
用

ヲ
受
ケ
サ

ル
モ
ノ
ト
ス
」
(
法
曹
記
事

三
二
巻
四
號

二
八
頁
、
法
曹
會

決
議
要
録
上
四
七
七
頁

)。

働

民

法

上

婚

姻

は

事

實

上

の

結

婚

に

よ

つ

て

成

立

し

屑

出

は

そ

の
効
力

を

生

ず

る

要

件

尤

る

に

過

ぎ

な

い

と

い

ふ

見

解

が

あ

う

、

之

れ

に

從

へ
ば

、

内

縁

を

以

て

す

で

に

民

法

上

の

婚

姻

が

成

立

し

て

ゐ

る

こ

と

に

な

る

の

で

あ



'

る
か
ら

、
内
縁

と

い
ふ
特

別
な

法
律

行
爲

が

存
す

る

こ
と
な
く

、
民

法
上

の
婚

姻

π

る
親

族

法

上

の
契

約

に

よ

つ
て

内

縁
が

成
立

す

る

の
で
あ

る
。

岡
松
博

士

は
大
審

院
が
内

縁
関
係

を
「
婚
姻

豫
約

」
と

し

て
説
明

し
π

の
に
対
し

て

「
大
審

院

の
確

定

せ

る
事

實

に

よ
れ
ば

決
し

て
婚
姻

の
豫

約
あ

る
に
あ
ら
ず

既
に
婚

姻
存

す

、
從

て
、
豫

約

の
不
履

行
あ

る
に

あ
ら

ず
婚

姻
届
出

義

務

の
不
履

行
あ

る
も

の
」

と
し

て
内
縁

が
単
な
る

婚
姻

豫

約
と
異

な

る

こ
と
を
明

に
し

、
實

質

的

に
婚

姻

を
な

し
π

る
時

(
内

縁
関
係
発
生

の
時

)
に
於

て
法
律

上

婚
姻
が

成
立

し

、
届
出

は
す

で
に
成

立

せ
る
婚
姻

に
効
力

を
生

ぜ

し

め

る
要
件

に
過

ぎ
な

い
と
論

ぜ
ら

れ

π

(
一
〇
)。

一
〇

岡
松
博
士
.
婚
姻
届
出
義
務
の
不
履
行
(所
謂
婚
姻
の
豫
約
に
關
す
る
大
審
院
の
判
決
に
就
て
)法
律
新
聞

一
〇

一
六
號
-

一
〇
一
九
號
。

「婚
姻
は
絡
世
夫
婦
た
る
こ
と
を
約
す
る
親
族
法
上
の
契
約
な
り
契
約
な
る
が
故
に
意
思
の
合
致
を
要
し
而
し
て
其
意
思
の
合
致
が
表
示
さ
れ
た

る
と
き
は
婚
姻
成
立
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
此
合
致
意
思
は
既
に
述
べ
た
る
如
く
通
常
婚
姻
の
儀
式
を
塞
・ぐ
る
に
依
り
表
示
さ
る
芝
が
故
に
婚
姻
は

通
常
此
時
に
成
立
す
る
も
の
と
爲
さ
Ψ
る
ぺ
か
ら
ず
民
法
第
七
百
六
十
五
條
以
下
に
所
謂
婚
姻
の
實
質
的
要
件
な
る
も
の
を
規
定
す
る
は
届
出
に

必
要
な
る
要
件
に
あ
ら
ず
實
質
上
の
婚
姻
に
必
要
と
す
る
條
件
に
し
て
之
に
依
る
も
實
質
上
の
婚
姻
な
る
あ
る
を
知
る
に
足
る
べ
し
…
…
届
出
は

婚
姻
の
届
出
に
し
て
婚
姻
其
者
に
あ
ら
ず
、
叉
届
出
は
婚
姻
が
数
力
を
生
ず
る
が
爲
に
必
要
な
る
要
件
に
し
て
婚
姻
が
成
立
す
る
が
爲
に
必
要
な

る
要
件
に
あ
ら
ず
し
(
一
〇

一
六
號
四
頁
)、

こ
れ
と
同
様
の
見
解
は
、
李
田
博
士
・
婚
姻
契
約
と
こ
れ
に
關
す
る
諸
問
題
「法
と
経
済
」二
巻
二
號
六
五
頁
、
美
濃
部
博
士
・
私
法
的
法
律
行

爲
の
要
素
と
し
て
の
公
法
的
行
爲
「法
學
研
究
3
」
一
頁
以
下
、
特
に
四
頁
。

内
線

の
法
律
関
係

(
清
水

)

(
第
五
巷

第

二
號

二
九

五
)

一
五



内
縁

の
法
律
関
係

(
清
水

)

(
第
五
巻

第

二
號

二
九
六
)

=

ハ

三

内
縁
が
如
何
な
る
性
質

の
契
約

で
あ

る
か
民
法

の
解
釈
論

と
し
て
之
を
論
定
す

る
こ
と
は
困
難
と

い
ふ
よ
り

も
寧
ろ
徒
勢

で
あ

る
と
な
す
説

(
=

)。

一
一

野
上
剣
事
・
親
族
法
講
義
五
七
頁
、
同
氏
・
親
族
法
(
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
)
一
二
二
頁
。

さ
て
衣
に
以
上

の
諸
説
を
槍
討
し
て
私
見
を
述
べ
て
見
π

い
。

@

先
づ
内
縁
を
含

む
「
婚
姻
豫
約
」
を
以
て
債
権
契
約
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
實
質
的
に
相
異
る
内
縁
関
係

と
単
な
る

婚
約
関
係

と
を
匠
別
し
て
考

へ
ざ
る
黙
に
於
て
す
で
に
立
論

の
基
礎
が
不
完
全
で
あ
り
、
更
に
内
縁
を
親
族
法
上
の

契
約
な
り
と
な
す
論
者
が
指
摘
し
て
ゐ
る
よ
う
に
、
本
質
的
に
身
分
行
爲
π
る
性
質
を
有
す
る
も
の
を
以
て
債
権
契

約
な
り
と
し
π
結
果
、
民
法
総
則
及
び
債
権
法

の
規
定
が
適
用
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
實
際
上
幾
多
の
不
都
合
を
生

ず
る
の
で
あ
る
。

　イ

能
力
に
つ
き
婚
姻
は
男
満
十
七
年
女
満
十
五
年
に
至
れ
ば
能
力
者
と
し
て
有
敷
に
出
來

る
(
七
六
五
條
)
の

く

に
野
し
内
縁
は
成
年
者

で
な
け
れ
ば
有
効

に
は
出
來
ず
未
成
年
者

の
場
合

に
は
取
消
し
得

る
わ
け
で
あ
う
、
叉
禁
治

産
者
の
婚
姻
は
後
見
人
の
同
意
を
得
ず
し
て
有
敷
で
あ
る
に
拘
ら
ず
内
縁
は
常

に
取
消
し
得
べ
き
こ
と
＼
な
る
。
而

し

て
債
権

契
約
説
を
と
る
論
者
は
か
＼
る
相
異
を
以

て
、
婚
姻
と
豫
約
と
が
全
然
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
ゐ
る
當
然

の
結
果

で
あ

つ
て
何
等
矛
盾
で
は
な

い
と
し
て
ゐ
る

(
=
一)。
然
し
な
が
ら
未
成
年
者
叉
は
禁
治
産
者
が
充
分
な

る



意
思
能
力
を
以

て
事
實
上
の
婚
姻
を
な
し
π
場
合

に
於
て
、
勝
手
に
こ
れ
を
取
消
し
内
縁
関
係

を
破
棄
し
て
も
何
等

の
責
任
を
負
ふ
こ
と
な
く
相
手
方
は
何
等
の
救
濟
を
も
得
ら
れ
な

い
と

い
ふ
こ
と
は
極

め
て
不
當
な

こ
と
で
あ

つ
て

社
会

的

に
正
當
と
認

め
ら
れ

て
ゐ
る
事
實
上
の
婚
姻
を
保
護
せ
ん
と
す
る
内
縁
保
護

の
精
神

よ
り
し
て
か
＼
る
場
合

を
除
外
す
べ
き
何
等

の
理
由
も
な

い
の
で
あ

る
。

ラロ

叉
、
意
思
表
示
に
於

て
當
事
者
間

で
無
敷
で
あ

る
も
の
が
第
三
者
と

の
関
係

に
於

て
有
敷
と
な
る
こ
と
が

(

あ

る
(
九
四
條

、九
六
條
等
)
、か

＼
る
こ
と
は
取
引

の
動
的
安
全
の
尤
め
に
財
産
法
に

つ
い
て
の
み
必
要
で
あ

つ
て
そ

の
効
力

が
絶
対

的

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
身
分
的
結
合
関
係

π
る
内
縁
に
於
て
は
甚
だ
不
都
合
な
結
果
を
生
ず
る
。

　ハ

更
に
代
理
が
認

あ
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ
亦
、
自
己
の
意
思
を
絶
対

的
要
素
と
す
る
身
分
的
行
爲

(

の
原
則
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
う
、
事
實
上

の
婚
姻
尤
る
内
縁

は
存
在
し
得
な

い
こ
と

＼
な
る
で
あ
ら
う
。

以
上
述
べ
π
所
に
よ

つ
て
も
我
々
は
債
権
契
約
読
を
と
う
得
な

い
こ
と
が
明
で
あ

る
。

一
二

註

五
参
照

。

次
に
内
縁
を
以
て
親
族
法
上

の
契
約
で
あ

る
と
す
る
説
に

つ
い
て
み

る
に
、
石
坂
博
士
が
「
婚
姻
豫
約
」
が
性
質
上

親
族
法
上
の
契
約
な
る
こ
と
を
認

め
な
が
ら
、
法
律
が
身
分
行
爲

の
種
類
を
限
定
せ
る
の
故
を
以
て
解
釈

上

こ
れ
を

認
め
得
な

い
と
さ
れ
尤
の
は
後
に
述
べ
る
如
く
身
分
行
爲
に
關
す
る
考
察

の
不
充
分
な
る
結
果
で
あ
る
。

内
線

の
法
律
翻
皿係

(
清
ホ
)

(
第
}五
巻

第

二
競
一

二
允

七
)

一
七



内
縁
の
法
律
瀦
係

(清
水
)

(第
五
巻

第
二
魏

二
九
八
)

一
八

穗
積
博
士
は
所
謂
「
婚
姻
豫
約
」
の
判
決
を
以
て
法

の
欠
鉄
を
補

つ
尤
裁
判

所

の
立
法
行
爲

で
あ
ム
そ
れ
に
よ
っ
て

判
例
法
が
生
じ
尤
と
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
に
從

つ
て
内
縁
が
親
族
法
上

の
契
約
に
よ
る

一
種

の
身
分
と
み
る
説

に
野
し

て
は
、
先
づ
前
提
と
し
て
穗
積
博
士
の
読
か
る

＼
所
を
考

へ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
行
法
に
於

て
内
縁
に
關

す
る
法
規
が
欠
散
し
て
ゐ
る
こ
と
は

こ
れ
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
叉
判
決

が
そ
の
法
の
欠
敏
を
補

つ
禿
も

の

で
あ
る
こ
と
も
間
違
は
な

い
。
然
し
な
が
ら
そ
の
判
例
が
法
源
と
し
て
認
め
ら
れ

る
や
否
や
は
別
問
題

で
あ

つ
て
、

そ
の
論
理
的
基
礎
が
明
で
な

い
。
勿
論
判
例

は
具
禮
的
事
件
に
対
す

る
具
膿
的
判
噺
で
あ

つ
て
、
判
例

を
通
じ
て
法

規

の
内
容
が
明
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
限
う
に
於

て
我

々
は
判
例

に
よ

つ
て
明
確
に
さ
れ
尤
法
規

を
判
例

法

と
禰
し
得
る
。
然

し
な
が
ら
そ
の
判
例

法
が
法
源
π
り
得
る
が
泥
め
に
は
、
國
家
に
於
て
そ
れ
を
國
家

の
法
な
ウ
と

認

め
ね
ば
な
ら
な

い
。
し
か
る
に
、
か
＼
る
國
家
的
承
認
は
ど

こ
に
竜
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
◎
裁
判

所
は
前

の
到

決
と
異

つ
尤
判
決
を
自
由
に
下
し
得
る
。
然
も
そ
れ

は
何
等
違
法
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。
か
＼
る
事
情

の
下
に
於
て

我

々
は
法
律
解
縄
に
於
て
判
例

の
法
源
性
を
認

め
る
こ
と

は
出
來
な

い
(
=
5
。
從
つ
て
釧
例
に
よ

つ
て
法
規
と
し

て

法
律
上

の
特
殊

の
身
分
を
創
設
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
と

い
は
ね
ば
な
ら
な

い
。

以
上
に
よ
つ
て
内
縁
な
る
身
分
を
登
生
せ
し
め
る
親
族
法
上
の
契
約
と

い
ぷ
観
念
の
論
理
的
基
礎

の
探
り
得
ざ
る

こ
と
を
明
に
し
禿
の
で
、
こ
の
見
解
も
從
つ
て
成
立
し
得
な

い
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
更
に
今
假
に
こ
の
前
提
を



是
認
す
る
と
し
て
も
、
内
縁
関
係

の
登
生
を
目
的
と
す
る
親
族
法
上

の
契
約
な

る
も

の
＼
認
め
得
べ
か
ら
ざ
る
之
と

を
述
べ
よ
う
。
私
は
法
が
そ
の
効
力

を
認
め
て
こ
れ
を
保
護
し
や
う
と
す
る
内
縁
関
係

は
當
事
者
が
民
法
上
正
當
な

る
婚
姻
を
な
す
意
思
を
有
し
て
事
實
上
の
婚
姻

を
な
し
π
る
こ
と
を
要
す
る
も

の
と
思
ふ
。
即
ち
法
律
上
完
全
な
る

婚
姻

を
な
さ
う
と
す
る
意
思
ー

か
＼
る
意
思
は
積
極
的
に
表
示
さ
れ
な
く
と
も
、
特
に
反
対

の
意
思
が
認

め
ら
れ

ざ
る
限
め
通
常

は
こ
れ
あ

う
と
認
め
う
る
で
あ
ら
う
ー

を
以
て
婚
姻

を
締
結
し
尤
が
、
種

々
の
事
情

に
よ

つ
て
屈

出
が
な

い
カ
め
に
有
敷
な
婚
姻
と
は
な
ら
な

い
と

い
ふ
関
係

の
み
が
、
法
律

の
認
め
う
べ
き
内
縁
で
あ

つ
て
、
は
じ

め
か
ら

か
＼
る
意
思
が
な
く
、
π

団
實
際
上
の
共
同
生
活
の
み
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ

る
男
女
の
結
合
は
、

こ
＼
に

い
ふ
内
縁
関
係

で
は
な
く
、
か
＼
る
関
係

は
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
し
て
法
の
保
護
を
受
け
得
な

い
も

の
で
あ

る
。
故
に
法
律
が
認
め
る
内
縁
は
、
有
敷
な
る
婚
姻
締
結
行
爲
の

一
部
分
が
途
行
せ
ら
れ
た
る
状
態
で
あ
つ
て
こ
れ

の
み
を
目
的
と
す
る
法
律
行
爲
な
る
も

の
は
有
数
に
存
在
し
な

い
。
こ
の
こ
と
は
後
に
も
鯛
れ
る
で
あ
ら

う
が
、
以

上
の
理
由
に
よ
つ
て
内
縁
を

一
個

の
独
立

せ
る
親
族
法
上
の
法
律
行
爲
と
し
て
認
め
る
と

い
ふ
読
は
探
る
こ
と
が
出

來
な

い
。

=
昌

英
國
に
於
け
る
が
如
く
判
例
に
拘
束
性
を
詔
め
ら
れ
て
ゐ
る
國
に
於
て
は
剣
例
は
法
源
た
る
偵
値
を
有
す
る
で
あ
ら
う
が
、
然
ら
ざ
る
我
國

に
於
て
は
こ
れ
と
同
様
に
考
へ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

内
鑑
W
の
法
律
関
係

(
清
ホ
)

(
第

五
巻

第

二
醗

二
九
九
)

一
九



内
綾
}の
濾
n律
胆
唄
儀
}

(
清
・ホ
)

「

(
第

五
巻

第

二
題
一

三
〇
〇
)

二
〇

末
弘
博
士
・
解
釈
法
學
に
於
け
る
法
源
論
に
つ
い
て
「法
協
五
十
周
年
記
念
論
丈
集
第
二
部
三
七
九
頁
以
下
」
は
法
例
第
ご
條
の
類
推
に
ょ
っ
て

判
例
に
慣
脅
と
同
様
の
法
源
性
を
認
め
て
居
ら
れ
る
が
、
す
で
に
蓮
べ
た
如
く
私
は
異
見
を
抱
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
、
假
に
、
博
士
と
同
じ

見
解
を
と
る
と
し
て
も
、
慣
脅
法
に
於
け
る
と
同
襟
、
内
縁
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點

に
關
す
る
私
見
の
論
蓮
は
第
四
章
「内
縁
の
効
力
」
に
於
て
ω
岩
田
博
士
の
説
に
対
す
る
批
判
を
参
照
。

更
に

叉
實

質

的
要

件

の
具
備
に

ょ

つ
て
民

法
上

の
婚

姻
が

成

立
し
届
出

は
そ

の
効
力

登
生

要

件

に
過

ぎ
な

い
と

い

ふ

岡
松
博

士
等

の
説

は
内

縁
な

る
特
殊

の
法
律

行
爲

を
認

め
ざ

る
黙

に
於

て
前

読

に
対
す

る
如

き
批
難

は
な

し
得

な

い
が

、

す

で
に
曄
道

博

士
、
穗
積

博
士
等

が

正
當

に
反
駁

せ
ら
れ

て
居

る
通

う
(
一
四
)
、
こ
の
説

は
婚
姻

に

届
出
主
義

を
採

つ
尤
我

民
法

の
根

本
を
覆

す

こ
と
に
な

め
、

叉
實

際

の
結

果

に

つ

い
て
見

る
も
民

法

の
規

定
す

る
實

質

的
要
件

を
具
備

す

る
に

よ

つ
て
婚

姻
が

成

立
す

る
と
な
す

こ
と

は
、
保
護

せ
ら

る
べ
き
事
實

上

の
婚

姻

の
範
囲

を
甚

だ

し
く

狭

あ
、

父
母

の
同
意

な
き
婚

姻

、
適

齢

以
下

の
婚
姻
等

は
そ
れ
が
實

質

上

立
派
な
婚

姻

で
あ

つ
て
も
論

者

の
所
謂
實

質
的

婚
姻

で
は
な

い
こ
と

＼
な

う
極

め
て
不
當

で
あ

る
。

一
四

嘩
道
博
士
・
所
謂
婚
姻
ノ
豫
約
ノ
大
審
院
判
決
及
其
論
評
に
就
て
(民
法
研
究
)前
揚
二
七
五
頁
以
下
、
穗
積
博
士
・
葡
揚
一
〇
頁
以
下
。

「
婚
姻

豫
約

」
の
性

質

を
解
釈

上
論
定

す

る

こ
と

は
徒
勢

で
あ

る
と

い
ふ

読
が
あ

る
が

、

こ
れ

が
法
律

的
性

質

を
論

定

す

る

こ
と

は
内

縁

の
諸
問

題

を
解
決

す

る
上
に
極

め
て
必
要

で
あ

つ
て
そ

の
決

し

て
徒
勢

に

非

ざ

る
こ
と

は
次
に

私

見

を
述

べ

る

こ
と

に
よ

つ
て
明

と
な

る

で
あ
ら

5
。



從
來
の
諸
説
が

い
つ
れ
も
内
縁
の
法
律
的
性
質
を
明
確
に
論
定
す

る
こ
と
の
出
來
な
か
つ
π
理
由
は
、
そ
の
根
本

に
於

て
身
分
的
法
律
行
爲
に

つ
い
て
の
理
解
が
不
充
分
で
あ

つ
尤
＼
め
で
は
な
か
ら

う
か
と
思
ふ
。
即
、
債
権
契
約

と
身
分
法
上
の
契
約
と
を
野

立
し
て
考

へ
禿
に
止
う
そ
れ
以
上
の
考
察
を
な
さ
な
か
つ
π
こ
と

で
あ
る
。
身
分
法
上

の
法
律
行
爲
に
つ

い
て
み
る
に
、
私
は
財
産
法
上
の
法
律
行
爲
が
、
そ

の
行
爲
に
よ
つ
て
直

に
物
梅
関
係

の
鍵
動
を

生
ず

る
所

の
物
椹
行
爲

と
、
そ

の
行
爲
に
よ

つ
て
は
未
だ
何
等
の
物
梅
縫
動
を
生
ず
る
こ
と
な
く
π

璽
當
事
者
間
に

將
來
物
権
縫

動
を
な
す
べ
き
債
権
債
務

の
関
係

を
生
ず

る
に
過
ぎ
な

い
所

の
債
梅
行
爲
と

の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る

如
く
、
身
分
法
上
の
法
律
布
爲
も
亦
、
そ

の
行
爲
に
よ
つ
て
直
に
身
分
関
係

の
変
動

を
生
ず
る
所
の
身
分
行
爲

(
狡

義
に
於
け
る
身
分
行
爲

)
と
、
そ
の
行
爲
に
よ
つ
て
は
未
だ
何
等
の
身
分
漫
動
を
生
ぜ
ず
π

讐
當
事
者
間
に
將
來
身

分

の
憂
動
を
な
す
べ
き
権

利
義
務
の
関
係

を
生
ず
る
に
過
ぎ
な

い
所
の

一
種

の
身
分
行
爲
と
に
分
類
せ
ら
れ
得
る
も

の
と
思
ふ
。
即
ち
こ
の
後

の
法
律
行
爲
は
、
よ
つ
て
生
ず
る
権
利

義
務

の
内
容
が
輩
な
る
財
産
関
係

の
変
動

で
は
な

く
身
分
関
係

の
…漫
動
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
性
質
も
財
産
法
上
の
債
権

行
爲
と
は
異
う

一
種
の
身
分
行
爲
と
し
て
理

解

せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
身
分
行
爲

は
そ
の
種
類
が
法
律
を
以
て
限
定
せ
ら
れ

て
ゐ
る
と

い
ふ
の
は
、
直
接

に
身
分

の
憂
動
を
目
的
と
す
る
狭
義

の
身
分
行
爲
に
つ

い
て
言
は
れ

る
こ
と
で
あ

つ
て

(
財
産
法
上
物
権
縫
動
を
目

的
と
す
る
物
権
行
爲
に

つ
い
て
も
同
様
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
)
、
そ
れ

に
よ
ウ

身
分

の
獲
動
を
生
ぜ
ず
た

讐
権
利
義
務

内
曲藤
の
法
律
闘
即係

(
済
水

)

(
第
五
巻

　第
二
舞

三
〇

一
)

二

一



内
縁

の
法
律
関
係

(
清

水
)

(
第
五
巷

第

二
號

三
〇
二
)

二
二

を
生
ず

る
に
過
ぎ

な

い
所

の
身

分
行
爲

に

つ

い
て

は
何
等
限

定

せ
ら
れ

る

こ
と
な

く
、

從

つ
て

公
序
良

俗

に
反

せ
ざ

る
限

う

は
自
由

に

こ
れ

を

な
し
得

る
竜

の
と
解

せ
ね

ば
な

ら
な

い
。

以
上

述

べ
控
所

に

よ

つ
て
み

る
な
ら
ば

婚
姻

は
身

分

の
憂

動

を
生
ず

る
身

分
行
爲

で
あ

り

、
婚

約

は
當
事

者

に
將

來
婚

姻

を

な
す

べ
き
権

利
義
務

を
生

ず

る

一
種

の
身

分

行
爲

で
あ

る
(
圃
五
)。
而

し
て
内

縁
と

い
ぷ

の
は
婚

約

の
履

行

と
し

て
な

さ

る
べ
き
婚

姻

の

一
部

の
み
が

履
行

せ
ら
れ

控

る
状
態

で
あ

つ
て
、
夫
自
身

を

目
的

と
す

る
法
律

行
爲

に

非

ざ

る

こ
と
は
前
述

し

控

所

で
あ

る
。

故

に
内

縁

は
恰
も
債
権

法
に
於

け

る

不
完

全
履

行

と

同
様

の
関
係

に
あ

り

(
=
ハ
)
、
か

＼
る
法
律

的

性
質

よ

り
そ

の
効
力

を

説
明

し
て
み

よ

う
と
思

ふ
(
一
七
)。

一
置

身
分
行
爲
が
法
律
上
限
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
故
を
以
て
「婚
姻
豫
約
」を
親
族
法
上
の
契
約
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
得
な
い
と
し
た
石
坂
博
士

等
の
説
は
、
狭
義
の
身
分
行
爲
の
み
を
考
へ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
將
來
婚
姻
を
な
す
べ
き
槽
利
義
務
を
生
ず
る
所
の
「
婚
姻
豫
約
」
の
如
き
身
分
行

鴬
に
っ
い
て
は
こ
れ
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

一
六

不
完
全
履
行
の
何
た
る
や
に
つ
い
て
は
種
々
の
學
説
が
あ
つ
て
一
定
し
な
い
。
こ
エ
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
深
入
り
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
か
ら
軍
に
私
の
と
る
見
解
を

一
磨
蓮
べ
る
に
止
め
る
。
私
は
.
不
完
全
履
行
を
、
債
務
の
本
旨
に
從
は
ざ
る
履
行
が
あ
り
而
も
そ
の
履
行
あ
り

た
る
が
た
め
に
、
全
然
履
行
な
か
り
し
な
ら
ば
生
ず
る
こ
と
な
き
特
別
な
る
損
害
を
債
権
者
に
與
へ
た
る
場
合
で
あ
る
と
考
へ
る
。
例
へ
ば
健
全

な
る
馬
を
給
付
す
べ
き
債
務
者
が
病
馬
を
給
付
し
た
が
た
め
に
債
権
者
の
他
の
馬
に
病
氣
が
傳
染
せ
る
場
合
は
勿
論
、
名
謁
に
讃
を
す
る
こ
と
を

約
し
た
書
家
が
牛
分
だ
け
書
い
て
や
め
た
エ
め
に
そ
の
名
謁
を
塵
な
し
に
し
て
し
ま
つ
た
場
合
の
如
き
も
不
完
全
履
行
の
一
と
し
て
理
解
せ
ら
る

べ
き
も
の
と
思
ふ
。
私
は
内
縁
の
関
係
を
債
権
法
に
於
け
る
か
Σ
る
不
完
全
履
行
に
相
當
す
る
も
の
と
し
て
説
明
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。



一
七

内
縁

の
法
律
的
性

質

に
開
す
る
上
蓮
の
私
の
見
解
は
、
婚
姻

の
前

に
必
ず
婚
約
が
存
在

す
る

こ
と
を
前

提
と
す

る
。
即

、
私
は
す
べ

て
の
婚

姻
に
は
必
ず

そ
の
論
理
的
前
提
と
し

て
婚
約

が
存
在
す

る
も

の
と
考

へ
る
の
で
あ

る
。
散

に
た
と

へ
見
た
所
婚
約

が
な
く
直

に
婚
姻
を
締
結
す

る

如

き
場
合

で
も
、
論

理
的

に
は

必
ず
婚
約

が
存
在
す

る
の
で
あ

つ
て
、
た
穿

一
個

の
行
爲

に
よ

つ
て
婚
約

が
な
さ
れ
同
時

に
婚
姻
が
締

結
せ
ら
れ

た
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
か
く
解
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
當
事
者
は
常

に
正
當

な
る
婚
姻
を
な
す
べ
き
膝
利
義
務

を
有
す

る
こ
と

』
な
り
、
當
事

者

の
意
思

に
も
合
致

し
、
法
律
爾
係
を
要

當
に
解
程

し
得

る
こ
と

、
な
る
。

三

内

縁

の

成

立

内
縁
は
有
敷
に
成
立
し
π
婚
約
の
實
質
的
部
分
の
み
が
履
行
せ
ら
れ
π
と
き
に
成
立
す
る
。
婚
約
が
無
効

で
あ

る

な
ら
ば
婚
姻
を
な
す
べ
き
権
利
義
務
は
生
ぜ
ず
從

つ
て
そ

の

一
部

の
履
行
π
る
内
縁
も
成
立
し
得
ず
、
叉
π
と

へ
婚

約
は
有
数
に
成
立
し
て
も
、
そ
の
履
行
に
あ
だ
つ
て
婚
姻
を
な
す
意
思
が
存
在
せ
ざ
る
如
き
場
合

に
は
婚
約
に
基
く

一
部

の
履
行
あ
め
と
は
言

ひ
得
な

い
が
故
に
亦
内
縁
は
成
立
す
る
こ
と
は
な

い
。
即
、
内
縁

の
成
立
に
は
有
敷
な
る

婚
約
と
そ
れ
に
基
く
實
質
的
部
分

の
み
の
履
行
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
縁
の
成
立
を
述
べ
る
π
め
に

は
婚
約

の
有
敷
に
成
立
す
る
要
件
を
説
明

す
る
必
要
が
あ
る
。

婚
約
は
男
女
間
に
將
來
婚
姻
を
締
結
す
べ
き
意
思
表
示
の
合
致
に
よ
つ
て
直
に
成

立
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

有
敷
な
る
虎
め
に
は
如
何
な

る
要
件
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
か
。
婚
約
は

一
種

の
親
族
法
上

の
契
約
で
あ
る
こ
と

内
～灘
の
法
律
悶
関
係
(清
ホ
)

(第
五
巻

第
二
號

三
〇
三
)

一=
二



内
舳牒
の
法
律
贈隣
係

(濫
…濃
)

(
第
五
巻

第
二
魏

三
〇
四
)

二
四

前
述
の
如
く

で
あ
る
か
ら
、
財
産
法
に
於
け
る
法
律
行
爲

に
の
み
要
求
せ
ら
れ

る
行
爲
能
力

の
存
在

は
要
件
で
ば
な

い
。

一
般

の
親
族
法
上

の
行
爲
に
於
け
る
原
用
に
從

つ
て
自
然
的
な
意
思
能
力
あ
る
を
以

つ
て
足
る
。
叉
、
婚
約
は

婚
姻
そ
の
も

の
と
は
異
蚤
直
に
身
分
的
鍵
動
を
生
ず

る
も
の
で
は
な

い
か
ら
、
婚
約
の
時
に
於
て
婚
姻
に
必
要
な

る

要
件

は
原
則
と
し
て
必
要

で
な

い
。
故
に
婚
姻
適
齢
(
民
七
六
五
)
前
の
婚
約
、
父
母
の
同
意
(
民
七
七
ご
)
な
き
婚
約

再
婚
禁

止
期
間
(
民
七
六
七
)
中
の
婚
約
な
ど
は
有
敷
に
成
立
し
得
る
。
而
し
て
こ
れ
等

の
婚
約
よ
り
登
生
す
る
内
縁

も
亦
以
上

の
要
件
を
必
要
と
せ
ず
し
て
有
数
に
成
立
し
得
る

(
一
)
℃
判
例
も

こ
の
こ
と
を
認
め
來

つ
π
。

能
力
及
び
婚
姻
適
齢
に

つ
き

「
婚
姻
ノ
豫
約
ハ
婚
姻
ノ
成
立
ス
ル
前
提
事
項
タ
ル
昌
止
マ
リ
其
成
立
ヲ
張
制
セ
ラ
ル
ヘ
キ
債
務
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
婚
姻

其
モ
ノ
ト
ハ
全
ク
別
箇
ノ
契
約
ナ
レ
ハ
民
法
第
七
百
六
+
五
條
ノ
婚
姻
年
齢

二
達
セ
サ
ル
者
ノ
爲
シ
タ
ル
婚
姻
豫
約
ト
難
モ
上
告
人

ノ
如
ク
當
時
既

二
年
齢
十
五
年
五
ケ
月
ノ
未
成
年

ニ
シ
テ
意
思
能
力
ヲ
有
ス
ル
者
ノ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
以
上
ハ
自
己
ノ
行
爲
ノ
何

モ
ノ
タ
ル
カ
ヲ
携
識
シ
テ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
契
約
ハ
婚
姻
ノ
豫
約
ト
シ
テ
無
敷

二
非
ス
」
(
二
)。

父
母
の
同
意

に
つ
き

「
婚
姻
ノ
豫
約
ト
其
目
的
ク
ル
婚
姻
ト
ハ
法
律
上
同

一
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
昌
非
サ
レ
ハ
婚
姻

昌
適
用
ス
ヘ
キ
法
規
ハ
當
然
婚
姻

ノ
豫
約

二
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
從
テ
婚
姻
ノ
豫
約
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
民
法
第
七
百
七
十
二
條
所
定
ノ
家
昌
在
ル
父
母
ノ
同
意

ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
呂
非
ス
」
(一呂
)。



再

婚

禁

止

期

間

に

つ

き

「
民

法
第

七
百

六

十

七
條

ハ
軍

二
女

ハ
前

婚

ノ
解

浩

又

ハ
取

消

ノ
日

ヨ
リ
砧ハ
ヶ

月

ヲ
経

過

シ
タ

ル
後

昌
非

サ

レ

ハ
再

婚

ヲ

爲

ス

コ
ト

ヲ
得

ス
ト

云

フ

昌
止

マ
リ

再

婚

ヲ
爲

ス

一一
非

ス

シ
テ

唯

其
前

提

タ

ル
婚
姻

ノ
豫

約

ヲ
爲

ス

ニ
過

キ

サ

ル

コ
ト

ハ
何

等
禁

止

ス

ル
所

昌

非

ス
」
(
四
)。

尚

、

戸

圭

同

志

の

婚

約

、

法

定

推

定

家

督
相
続

人

間

の

婚

約

は

そ

の

履

行

が

可

能

な

り

や

否

や

は

別

と

し

て

婚

約

そ

の

も

の

、

從

つ

て

か

＼

る

内

縁

も

有

敷

な

る

こ

と

勿

論

で

あ

る

。

一

こ
の
こ
と
は
内
縁
の
問

題
が
、
要
件
を
快
く
た

め
に
法
律

上
の
婚
姻
た
り
得
な

い
所
の
實
質

上
の
夫
婦
開
係
を
保
護
せ
ん
と
す

る
に
あ

る
こ
と

か
ら
考

へ
て
當
然
の
こ
と
で
あ

る
。
嘩

道
博

士
等
が
、
婚
姻
豫
約

を
債
権
契
約

と
見
ら
る
エ
結
果

、
威
年
者
で
な
け
れ
ば
有
敷

に
な
し
得

な

い
と

な
さ
れ

(
前
掲
論
丈

)
、
又
岡
松
博
士
が
、
實

質
上
の
婚
姻

に
よ
り
民
法
上
の
婚
姻

が
成
立
す
る
と
し

て
、
實
質

上
の
婚
姻

(
即
、
内
縁

)
に
は
、

民
法

七
六
五
條

以
下
に
規
定
す

る
婚
姻
の
要
件
を
具
備
す

る
こ
と
を

要
す
る
と
せ
ら
れ
た
(
前
掲
論
丈
)
こ
と
は
、
内
縁

に
關
す
る
考

察
の
未
だ
充

分

で
な

い
結
果
で
あ
ら
う
。

二

大
審
大

正
八
・
四
・
二
三
民

三
・録

二
五
輯

六
九
三
頁
、
抄
録

八
三
巻

一
九
七
〇
四
頁
。

三

大
審
大

正
八
・
六
・
一
一
民

三
・
録

二
五
輯

一
〇

一
〇
頁
、
抄
録

八
四
巻

一
九
九
三
四
頁
6
本
件

の
原
判
決

、
東
控
大
正
八
・
一
・
三
〇
民

二
・
静
論

八
巻
民

二
八
三
頁

も
同
様

の
趣
旨
を
建

ぺ
て
ゐ
る
。

然
し
、
下
級
審

の
判
例

に
は
反
対

の
も

の
が
あ
る
。

「
男
力
満

三
十
年

、
女
力
満

二
十

五
年

二
達

セ
サ

ル
場
合

ニ
ハ
婚
姻

二
付

キ
家

二
在

ル
父

母
ノ
同
意

ヲ
得

ヘ
ク
父

母
ナ
キ
未
成
年
者

ハ
後
見
人

及
ヒ
親
族
會

ノ
同
意

ヲ
得
サ

ル

ヘ
カ
ラ
サ

ル
コ
ト
民
法
第

七
百

七
十

二
條

第

一
項
第
三
項

ノ
明
定

ス
ル
ト

コ
ロ
ニ
シ
テ
婚

姻
ノ
豫
約

二
付

キ
テ
モ
別
段

昌
解
穆

ヲ
異

ニ
ス
ヘ
キ
理
由
ナ
キ
ヲ

以
テ
」
(東
控
大

正
九
・
一
・
ニ
ニ
新

聞

一
八
二
〇
號

九
頁
)
。

東

地
昭
和
八
・
二
・
一
六
新
聞

三
五

二
五
號
五
頁
。
大

正

一
〇
・
一
一
・
一
九
法
曹
會
決

内
縁
の
法
律
関
係

(清
水
)

(第
五
巻

第
二
輩

三
〇
五
)

二
孟



内
曲豚
の
法
律
闘㎜係

(清
水
)

(第
「五
春

第
「二
號

三
〇
六
)

二
六

議
・
要
録
上
四
七
七
頁
も
反
対
の
見
解
。

四

大
審
昭
和
六
.
一
一
・
二
七
民
二
新
聞
三
三
四
五
號
一
五
頁
。

内

縁
が
有
効

に
成

立
す

る
控

め
に

は
意

思
能

力
あ

れ
ば
足

る

こ
と
今

述

べ
π
如
く

で
あ

る
が

、
同
時

に

そ

の
眞
實

の
意

思
が

存
在

す

る

こ
と
が
絶
対

要

件

で
あ

る
。
故

に
當
事

者

に
杢
く
婚

姻

を
な

す
意

思

を
映

く
場

合

に

は
輩
な

る

私
通
関
係

に
過

ぎ
ず

し

て
内

縁

と
は
言

ふ

こ
と
が

出

來
な

い
(
五
)
の
は
勿
論

、
虚
儒

表
示

、
錯

誤

、
詐
欺

、
強
迫
等

に

よ

つ
て
な
さ
れ

た

る
婚

約

に

よ
る
内

縁

の
如
き

も
全
然

無

数

で
あ

る

(六
)。
叉

、

一
般

の
法

律
関
係

に
於

け

る
と

同

じ
く

、

そ

の
内
容

が

公
序
良

俗
に

反
す

る
場
合

、
例

へ
ば
重
婚

(
民

七
六

六

)
と
な

る
婚
約

、
相
姦

者

間
(
民

七
六

八

)
の
婚

約

、
近

親

問

(
民
七

六
九
-

七

七

一
)
の
婚

約
な

ど

よ
り
登
生

せ
る
内

縁

は
無
致

で
あ

る
と

い
は
ね
ば

な
ら

な

い

(七
)。
判
例

も

同
様

に
解

し

て
ゐ

る
。

重

婚

的
な

る
内
縁

に

つ
き

「凡
ソ
正
妻
ア
ル
者
力
他

ノ
婦
ト
婚
姻

ノ
豫
約

ヲ
爲
ス
モ
其
ノ
豫
約

ハ
公
序
良
俗

二
反
シ
無
敷

ニ
シ
テ
法
律
上
保
護
ヲ
受
ク

ヘ
キ
モ

ノ

ニ
非
ス
」
(八
)。

術
婚

約
が

條
件

附
又

は
期
限

附
に

て
な

さ
れ
π

る
場
合

に

は
、
そ

の
條
件

の
成

就

又
は
期

限

の
到

來

す

る
綾

で
は

内

縁
関
係

が
生

じ

て
も
効
力

を
有

し
な

い
(九
)。



竃

東
控
昭
和
九
・
七
・
二
〇
新
聞
三
七
三
八
號

四
頁

は
「
数
年

ノ
久

シ
キ

ニ
亘
リ
情
交

ヲ
継
続

セ
ル
」
事
件

に

つ
い
て
「
終
始
控
訴
人

ト
正
式

二
結
婚

ス
ル
意
思

ナ
カ
リ

シ
モ
ノ
」

と
し

て
内
縁

の
成
立
を
否
定
し

て
ゐ
る
。

六

身
分
行
爲

に
於

て
は
原
則
と
し
て
意
思
主
義

で
あ

る
。
取
引

の
安
全
を
顧
慮
す
る
要
が
な

い
か
ら
で
あ

る
。
第
七
七
八
條

一
號

が

「
人
違
其
他

ノ
事
由

二
因

り
當
事
者
間

二
婚
姻

ヲ
爲

ス
意
思
ナ
キ

ト
キ
」

に
婚
姻

を
無
敷

と
規
定
し

て
ゐ
る
の
は
當

然
の
こ
と
で
あ
る
。
大
審
大

正

一
一
・
二
・

二
五
民

三
集
六
九
頁
は
、
同
條

を
離
婚

に
も
適
用
し
総

則
の
規
定
(
九
四
條

)
の
適
用
を
排
斥

し
て
、
假
装

の
離
婚
を
絶
対

に
無
敷

で
何
人

に
も
封

抗
し
得

る
も
の
と
し

て
ゐ
る
が

、
こ
れ
は
濁
り
離
婚

の
み
に
限
ら
ず
、
す

ぺ
て
の
身
分
行
爲

は
み
な
か
く
解
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
故

に
内
縁

に

於

て
も
處
實

の
意
思
な
き
場
合

は
無
敷
で
あ

る
。
詐

欺
又
は
強
迫

に
よ
る
婚
姻

の
効
力

を
定

め
た
第

七
八
五
條
は
第
九
六
條

の
特
別
規
定

で
は
な

く

、
身
分
行
爲

に
於
け

る

一
般

原
則

に
対
す

る
婚
姻

の
特
別
規
定

で
あ

る
と
解
す

ぺ
き
で
あ
リ
、
内
縁

に
は
こ
の
規
定

を
準

用
す

べ
き
で

な
く

一

般

原
則

に
從

っ
て
無
敷
と
解

す
る
。
伺

、
こ
の
場
合

に
賠
償
責
任

の
問
題
を
生
ず

る
こ
と
あ
る
も
、
こ
れ

は
不
法
行
爲

に
ょ
る
の
で
あ

つ
て
婚
姻

豫
約

の
不
履
行

に
よ
る
の
で
は
な

い
。

七
こ
の
點

特

に
近
親
間

の
場
合

に
は
多
少

の
疑
が
あ
る
が
、

一
鷹

一
般

の
見
解

に
從

つ
て
を
く
。
中
川
教
授

・
略
説
身
分
法
學

一
五
九
頁
、
同
教

授

・
民
法
彊
(
岩
波
全
書

)
八

二
頁
、
和

田
判
事

・
前
掲

七

一
五
頁

、
野
上
剣
事

・
前
掲

コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル

=

一
四
頁
、
小

石
剣
事

・
前
掲

一
〇
號

三
八
頁
、
参
照
。

八

大
審
昭
和
四
・
一
・
二
五
民
二
・
評
論

一
八
巻
民

二
三
四
頁
。
又
、
東
地
大

正

一
一
・
二
・
一
四
新
聞

一
九

六

一
號

八
頁
は
「
配
偶
者
ア

ル
モ
ノ
カ
更

二
他

女

ト
婚
姻

ノ
豫
約

ヲ
爲

ス
カ
如

キ

ハ
客
親
的

二
公
序
良
俗

二
反

ス
ル
事
項

ヲ
法
律
行
爲

ノ
内
容

ト
爲

ス
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

テ
當
事
者

ヵ
之

ヲ
知

ル
ト
否

ト

ニ
不
拘
當

然
無
敷

ナ
リ

ト
謂

ハ
サ

ル
へ
ヵ
ラ

ス
」

と

い
つ
て
ゐ
る
。
同
様

の
趣
旨
の
も
の
と
し
て
は
、
東
地
大
正

八
・
一
〇
・
六
評
論

八

巻
民

一
〇

三
五
頁
。
東
地
昭
和

三
・
四
・
三
〇
・
谷
井
判
事
・
人
事
訴
訟
手
續

嬰
撹

一
二
頁
。
東
控
昭
和

六
・
七
・
二
八
新
聞

三
三

一
〇
號

四
頁
等
。

こ
の
殿

に
つ
い
て
、
名
古

屋
匹
昭
和

二
.
一
〇
・
一二

新
聞

二
七
七
四
號

一
四
頁
は

「
甲
男

ト
乙
女
ト
ノ
協
議
離

婚
届
出

ハ
大

正
十
四
年

五
月

十

内
曲豚
の
法
律
龍國
係

(清

永
)

(
第

五
巷

儀
〃
二
號
一

三
〇

七
)

二
七



内
縁

の
法
律
関
係

(
清
水

)

(
第
五
巻

第
二
號

三
〇
八
)

二
八

三
日

ト
爲
リ
居

ル
モ
甲
男

ハ
大

正
十

四
年

三
月
初

旬
其
先
妻

乙
女

ト
事
實
上
離
婚

ヲ
爲

シ
、
當
時
該
離
婚

届
書

こ
甲
男
調
印

ヲ
爲

シ
タ

ル
上
之

ヲ

右

乙
女

二
交
付

シ
同
人

二
封

シ
其

届
出

ノ
手
續

ヲ
依
頼

シ
置
キ

タ
ル
慮
該

届
書

一一
不
備

ノ
鮎
ア
リ
タ

ル
爲
差
戻

サ

レ
後
日
更

二
之

ヲ
更
正

ノ
上
提

出

セ
ラ

レ
タ
ル
カ
爲

メ
右
離
婚

ノ
事
實

力
戸
籍
簿
上

二
登
載

セ
ラ

レ
タ

ル
日
時

ノ
邊

延
ヲ
來

シ
タ
ル

ニ
過
キ

ス
如

斯
事
情

ノ
下

二
於

テ
甲
男

力
丙

女

ト
爲

シ
タ

ル
婚
姻
豫
約
(
事
實
上

の
離
婚
後

、
届
出
受
理
前
)
ヲ
以

テ
直

二
公
序
良
俗

二
反

ス
ル
モ
ノ
ト
爲

ス

ヘ
カ
ラ

ス
」

と

い
っ
て
ゐ

る
が
正

當

の
見
解

と
思

ふ
。

樹
、
大
審

大
正
九
・
五
・
二
八
民

一
・
録

二
六
輯
七
七
五
頁
、
抄
録

八
八
巻

一二

四
七
七
頁

は
、
一
配
偶
者

ア
リ
…
…
其

事
實

ヲ
知

レ
ル

ニ
拘

バ
ラ

ス
將
來
該
婚
姻

ノ
解
潰

シ
タ

ル
場
合

二
於

テ
互

二
婚
姻
ヲ
爲

ス
ヘ
キ
旨

ヲ
豫
約

シ
タ
ル
」
如
き
は
「
我
國
民
道
徳

ノ
観
念

二
照

シ
善
良

ノ
風
俗

二
反

ス
ル
事
項

ヲ
目
的

ト
ス
ル
法
律
行
爲

ニ
シ
テ
全
然
無
敷

ナ
ル
モ
ノ
」

と
し
て
ゐ
る
。

こ
の
事
案
は
単
な
る

婚
約

に
關
す
る
も
の
ら
し

い
が

、
内
縁

に

つ
い
て
も
同
様
に
解
す
べ
き

こ
と
勿
論

で
あ

る
。
同
趣
旨
、
那
覇
地

昭
和
四
・
二
・
=

一
新
聞
三
〇

一
六
號

七
頁
。

九

婚
約

に
、
民
法
総
則

の
條
件
及
び
期
限
の
規
定

が
そ
の
ま

Σ
適

用
せ
ら

る
べ
か

ら
ざ

る
こ
と
は
勿
論

で
あ

る
が
、
そ
の
性

質
が
許

す
限
り
條
件

附

、
期

限
附

の
婚
約
を
無
敷

と
す

べ
き
理
由
は
な

い
。

一
定

の
始
期
附

で
な
さ
れ

る
の
が
む
し
ろ
菩
通

で
あ

る
。
解
除
條
件
附
、
終
期
附

の
も
の

又
は
、
可
能
性

の
稀
少

な
停

止
條
件

や
不
確
定
始
期
を
附
す

る
こ
と

に
よ

つ
て
當
事
者

の
地
位
を
永
く
不
安
定

な
も
の
と
し

て
不
穏
當
な
場
合

に

は
無
敷

と
解
す

べ
き
で
あ

る
。
同
趣
旨
、
野
上
判
事

・
前
掲

コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル

=

一
五
頁
。

次
に
内

縁
が
成
立
す
る
カ
め
に
は
有
敷
に
成
立
し
た
婚
約

の
履
行
と
し
て
實
際
上

の
夫
婦
生
活
を
な
す
こ
と
を
要

す
る
。
即
、箕
實

に
婚
姻
を
な
す
意

思
を
以

て
實
質
的
婚
姻
に
入
る
こ
と
を
必
要
と
す
る

而
し
て
そ
れ
を
以
て
充
分

と
す
る
の
で
あ

つ
て
、慣
習
上
の
儀
式
を
基
げ
或

は
其
他

の
形
式
を
行
ふ
こ
と
な
ど
は
、
必
ず

し
も
必
要

で
は
な

い
。

要
す
る
に
、
主
観

的
要
件
と
し
て
當
事
者

の
婚
姻
を
な
す
意
思
と
、

客
観
的
要
件
と
し
て
實
際
上

の
婚
姻
生
活
を



螢

む

乙

と

の

み

を

要

す

る

の

で

あ

つ

て

、

儀

式

を

墨

げ

π

う

や

否

や

は

、

當

事

者

の

意

思

を

推

測

す

る

に

重

要

な

資

料

で

は

あ

ら

う

が

内

縁

の

要

件

で

は

な

い
。

判

例

も

同

様

の

見

解

を

と

つ

て

ゐ

る
.。

「
婚

姻

ノ
豫

約

ハ
事

實

上
或

種

ノ
儀

式

ヲ
件

フ

コ
ト

ナ

キ

ニ
非

ス
ト

難
其

儀

式

ハ
豫
約

ノ
成

立

要
素

一一
非

サ

ル

ハ
勿

論
効
力
発
生

ノ

條

件

昌
モ
非

ス

シ
テ
唯

豫

約

ノ
締

結

ヲ
表

彰

ス

ル
肚

交

的

典

禮

タ

ル

ニ
過

キ

ス
故

二
何

等

ノ
儀

式

ヲ

モ
墨

ケ

ス

シ

テ
婚
姻

ノ
豫

約

ヲ

爲

シ
タ

ル
場

合

二
於

テ

モ
其

豫
約

ハ
適

法

ニ
シ
テ
有

敷

ナ

リ

ト
謂

フ

ヘ
ク
儀

式

ナ

キ

ノ

理
由

一一
依

リ
婚

姻

ノ
豫
約

ト
私

通
関
係

ト

ヲ

同

覗

ス

ヘ
キ

モ

ノ

ニ
非

ス
何

ト

ナ

レ

ハ
前

者

ハ
將

來

二
於

テ
婚

姻

ヲ
爲

ス

コ
ト

ヲ
目

的

ト

ス

ル

昌
反

シ
後

者

ハ
全

然

其

目

的

ヲ

鉄

如

ス

レ

ハ
ナ

リ
」
(
一
〇
)
。

一
〇

大
審
大

正
八
・
六
・
一
一
民
三
・録

二
五
輯

一
〇

一
〇
頁
、

抄
録

八
四
巷

一
九
九
三
三
頁

。

同
趣
旨
、
大
審

昭
和
六
・
二
・
ご
O

民
五
・
新
開

三

二
四
〇
號

六
頁

。
東
握
大
正
八
・
一
・
三
〇
評
論

八
巷
民

二
八
三
頁

。
東
控
大

正
九
・
=

一
・
一
四
詳
論

一
〇
巻

民
九
四
頁
。
東

地
大

正

八
。
三
・
一
〇

詳
論

八
巻

民

一
九

七
頁
。
東

地
昭
和
九
・
四
・
一
二
・
新
聞
三
七
〇
四
號

一
〇
頁
。

大
正
四
年

一
月

二
六
日
(
前
掲

)
の
嚇
合
部
判
決

ボ
「
届
閏
以
前

二
先
ヅ
將
來
婚

姻
ヲ
爲

ス
ヘ
キ

コ
ト
ヲ
約

シ
」
た
る

「
各
當

事
者

ハ
之

ヲ
信

シ
テ

相
當
ナ

ル
準
備

ノ
行
爲

ヲ
爲

シ
荷

ホ
蓮

ミ
テ
慣

脅
上
婚
姻

ノ
儀
式

ヲ
畢
行

シ
事
實

上
夫
婦
同
様

ノ
生
活

ヲ
開
始

ス
ル

ニ
至

ル
コ
ト
ア
リ
」

と

い
ひ

叉
「
當
事
者

ハ
眞

二
婚
姻

ヲ
成
立

セ
シ
ム
ル
意
思

ヲ
以
テ
婚
姻

ノ
豫
約

ヲ
爲

シ
之

二
基

キ
慣
習
上
婚
禮

ノ
式

ヲ
塞
・行

シ
」
と
稻
し

て
ゐ

る
の
を
以

て

判
例
が
婚
姻
豫
約

の
成
立

に

一
定

の
方
式
(
慣
習

上
の
儀
式
)
を
必
要
と
し

て
ゐ
る
も
の
で
あ

る
と
解
し

て
ゐ
る
學
者

が
あ

る
が
(
中
鳥

博
士
・前
掲

九
七
頁

、
小
石
剣
事
・
前
掲

三
三
頁
等

)
、
私

は
さ
う
考

へ
な

い
。

こ
の
判
決

の
事
案

が
儀
式
を
塞
・げ
た
も
の
で
あ
る
と

い
ふ

に
止

り
.
畢
式

が
な

け
れ
ば
内
縁

が
成
立
し
な

い
と

い
ふ
の
で
は
な

い
。
た

穿
墾
・式

の
事
實

が
内
線
成
立
を
認
定

す
る
重
要
な
る
材
料
た

る
を
示
し
た
に
謁
ぎ
な

い
の

で
あ

つ
て
、
た
と

へ
學
式

が
な
く
と
も
、
内
線
関
係

が
認

め
得
ら
れ

る
場
合

に
は
、
法
律
上
内
線
と
認

め
ら
れ
る

こ
と
は
数
多

の
判
例

が
示
す
通

内

縁
の
法
律
開
係

(
清
ホ
)

(
第
五
巻

第

二
號

三
〇
允
)

二
九



内
他称
の
法
律
関
係

(清

水
)

(
第
…五
巻

第

二
號

三

一
〇

)

三
〇

り
で
あ

る
。

而
し

て
方
式

が
内
縁
成

立
を
認
定
す

る
材
料
と
な

つ
て
ゐ
る
事
件

に

っ
い
て
み
る

に
、

「
媒
酌

二
因

リ
將
來
適
法

ナ
ル
婚
姻

ヲ
爲

ス
ノ
目
的

ヲ

以

テ
慣
脅
上

ノ
儀
式

ヲ
畢

ケ
且

ッ
同
棲

ヲ
モ
爲

シ
タ
ル
場
合

ハ
該
當
事
者
間

蔓
婚
姻

ノ
豫
約

ノ
成
立

シ
タ

ル

コ
ト
明
瞭
タ
リ
」
(
大
控
大

正
五
・
一

〇

・

=
二
新
聞

一
一
八

二
號
二
五
頁
)
、
「
婚
姻
豫
約

ハ
要
式
行
爲

二
非

サ

レ
ト
モ
慣
脅
上
當
事
者
間

二
婚
姻
豫
約
成
立

シ
タ

ル
後
之

力
成
立

ヲ
確

保

ス
ル
爲

メ
相
互

二
結
納
ノ
金
員

ヲ
取
替

セ
且
婚
姻

ノ
儀
式

ヲ
畢
行

シ
タ
ル
上
同
棲

ス
ル
ヲ
以
テ
通
常

ノ
事
例

一一
閣

ス
ル
カ
故
筍

モ
當
事
者
間

二

於

テ
結
納
取
替
畢
式

同
棲

ノ
事
實

ア
ル
以
上

ハ
當
然

二
婚
姻
豫
約

ノ
威
立

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
推
噺

ス
ル
ヲ
袈
當

ト
ス
」
(東

地
大
正
七
・
五
・
一
五
評
論

七
巻
民

三
三
四
頁

)
、
「
結
納

ヲ
贈

リ
内
親
言

ヲ
行
ヒ
タ

ル
上
同
棲

シ
タ
ル
場
合
反
謹
ナ
キ
限
り
當
事
者
間

ニ
ハ
逞

ク
ト
モ
右

ノ
同
棲

ヲ
始

メ
タ
ル

時

ヲ
以

テ
婚
姻

ノ
豫
約

力
成
立

シ
タ
ル
モ
ノ

昌
シ
テ
必

ス
シ
モ
正
式

ノ
儀
式

ヲ
畢

行

シ
親
戚
知

已
ノ
間

こ
披
露

ス
ル
ヵ
如

キ

コ
ト
ヲ
以
テ
其
成
立

ノ
要
件

ト
爲

ス
モ
ノ

ニ
ア
ラ
サ

ル
モ
ノ

ト
ス
」
(
東
控
大

正
九
・
=

一
・
一
四
評
論

一
〇
巻
民
九
六
頁

)
.
「
媒
酌

ヲ
介

シ
地
方

ノ
慣
脅

二
從

ヒ
樽
入

ノ

儀
式

ヲ
行

ヒ
タ

ル
事

ハ
婚
姻

ノ
豫
約

ア
リ
タ

ル
モ
ノ
ト
ス
」
(
東
控
大

正

一
五
・
五
・
一
新

聞
二
五
七
四
號

一
四
頁
)
、
「
甲
力
藝
妓
奉
公
中

乙
力
婚
姻

ノ
申

込
ヲ
爲

シ
内
覗
言

ノ
形
式

ヲ
踏

、・・
テ
事
實

上
ノ
夫
婦
生
活

ヲ
管

ム
場
合

ハ
右
爾
人
間

昌
婚
姻

ノ
豫
約
成
立

シ
タ

ル
モ
ノ
ト

ス
」
(
東
地
昭
和
六

・
三
.
六
評
論

二
〇
巻
民

五
五
二
頁
)
、
「
甲
女
力
乙
ノ
媒
酌

ニ
ヨ
リ
丙

ト
結
婚
式

ヲ
塞
・ケ
爾
來
同
棲

シ
來
リ

タ
ル
事
費

ア

ル
昌
於

テ

ハ
右
當
事
者
間

ニ
ハ
婚
姻

豫
約
成
立

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
認

ム
ル
ヲ
相
當

ト
ス
」

(
東
控
昭
和
七
・
二
・
二
四
詳
論

一
二

巻
民
四

一
八
頁

)等

が
あ

る
。

伺
、
東
地
昭
和

八
・
二
・
二
四
新
聞

三
五
四
九
號

八
頁

は

「
所
謂
婚
姻
豫
約

ノ
成

立

昌
ハ
通
常
行

ハ
ル

・
塵

ノ
結
納

ノ
取
交

セ
及
婚
姻

ノ
學
式
等

ノ
手
續

ヲ
履
践

セ

ス
ト
モ
荷

モ
當
事
者
間

二
於

テ
互

二
將
來
婚
姻

ヲ
爲

ス
意

思
ヲ
以
テ
事
實
上

ノ
夫
婦

生
活

ヲ
菅

ム
以
上
之

ヲ
目

シ
テ
所

謂
婚
姻

ノ
豫
約

ア
リ

ト
認

ム
ル

ニ
妨

ナ
キ
モ
而
カ

モ
此
契
約

ノ
成
立

ニ
ハ
之

ヲ
輩
ナ

ル
私
通
関
係

ト
区
別

ス
ル
爲

メ

ニ
ハ
詩

マ
サ
ル
程
度

ノ
公
然
性

ア

ル

コ
ト
ヲ
一要

ス
ル
モ
ノ
ト
課謂
ハ
サ

ル

ヘ
カ
ラ

ス
・:
・:
當
時
原
告
力
軋禾
成
年
者

昌
シ
テ
被
告

モ
叉
冠
木
タ
所
珊硝
自
由

結
慨
脚
ヲ
許

サ
ル

ヘ
キ
年

齢

ニ
モ
臨運
セ

サ

ル
亀
不
拘

先

ッ
當
事
者

力
密

力

畳
相
通

シ
其

ノ
後
婚
姻

ノ
結
果
其

ノ
家

こ
入

ル

ヘ
キ
被
告
家
.ニ
ハ
之

二
現
存

ス
ル
母
ア
ル

ニ
拘
ラ

ス
之

力
承
諾



ナ

キ

ハ
勿
論
親

戚
知
狡

等

二
封

シ
テ

モ

一
片

ノ
通
知

ヲ
糞

セ
ス
否
寧

ロ
之
等

二
隠

シ
密

カ

ニ
他

家
ノ
ニ
階

ヲ
問
借
リ

シ
テ
之

二
同
棲

シ
居
リ
タ

ル

有
様

ニ
シ
テ
毫

モ
公

然
性

ノ
認

ム

ヘ
キ
者

ナ
ク
…
…
L

と

い

つ
て
ゐ
る
が
、
所
謂
公

然
性
な
る
も
の
も
特

に
内
縁

の
要
件

と
は
考

へ
難
く
、

こ
れ

亦
内
縁
を
認
定
す

る
材
料

た
る
に
過
ぎ
な

い
も

の
と
解

す
る
。

四

内

縁

の
効

力

内
縁
関
係

は

一
方
に
於
て
婚
約

の
實
質
的
部
分
の
み
が
履
行
せ
ら
れ
π
る
状
態
で
あ
つ
て
、
將
來
完
全
な
る
法
律

婚
に
到
達
す
べ
き
過
程

の
中
問
形
態
と
し
て
観
察
し
う
べ
き
之
と
前
述

の
如
く
で
あ
る
が
、
他
方
に
於
て
は
、
實
質

上
、
法
律
婚
と
何
等
異
る
所
の
な

い
男
女
の
協
同
関
係

で
あ
る
。
内

縁
の
効
力

は
從

つ
て
こ
の
二
つ
の
観
点

よ
り
考

察
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
Q

(
一
)當
事
者
間
に
於

け
る
効
力

の

婚
約

の
不
完

全
履
行
と
し
て
の
内
縁

の
数
力

婚
約
の
當
事
者
は
將
來
に
於
て
法
律
上
の
婚
姻

を
締
結
す
べ
き
権
利

義
務
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
實
質
的
部

分

の
み
が
實
現
せ
ら
れ
た
状
態

が
内
縁
な
の
で
あ
る
か
ら
、
内
縁

の
夫
婦
は
相
互
に
婚
約
に
基
く
数
力
と
し
て
依
然

と
し
て
そ
の
内
縁
を
法
律
上

の
婚
姻
π
ら
し
め
る
べ
き
屈
出

の
権
利
義
務
を
有
す
る
。
故
に
内
縁

の
夫
婦
の

一
方
が

内
曲豚
の
法
律
関
係

(
清
水
)

(
籠
躍五
巻

第
}二
號

三

一
一
)

三

一



内
曲灘
の
法
律

臨
開係

(
清
水

)

(
第
五
巻

第

二
號

三

一
二
)

三
二

そ
の
義
務
を
途
行
せ
ず
届
出
を
な
す
こ
と
を
拒
ん
だ
場
合

に
は
、
債
務
不
履
行

の
責
任
を
負
は
ね
ば
な
ら
な

い
(
一
)。

顯

こ
の
場
合

に
於

て
は
純
然
た
る
債
務
不
履
行

と
は
言

ひ
得
な

い
け
れ
ど
も
、
同
糠

の
関
係

で
あ

つ
て
、
そ
れ
が
親
族

法
上
の
行
爲
た

る
性
質

と

矛
盾

せ
ざ
る
限

り
、
債
権

法

に
於
け
る
規
定

並
に
理
論

に
擦

っ
て
説
明
し
う
る
も
の
と
信
ず

る
。

大

正
四
年

一
月
二

十
六

日

の
大
審

院
民

事
聯
合

部
判

決
以
前

に
於

て
は
判
例

は
永
ら

く
内

縁

の
効
力

を
否
定

し
、

屈

出

を
な
す

と
否

と

は
全
く
當

事
者

の
自

由

に
し

て
何

等

不
履
行

の
責

任
を
負

ふ

こ
と

は
な

い
と

い
ふ
見

解

を
持

し

(
二
)、
學
者

も

多
く

は
同
様
「
婚

姻
豫

約

」
無
敷
論

を
唱

へ
て

ゐ
虎

の

で
あ

る
(三
)。
然

し
な

が
ら

當

事
者

に
婚
姻

を

な

す
意

思
な
く

し

て
相

手

方
を
欺

い
て
内
縁
関
係

に
入

り
π

る
場
合

の
如
き

は
、
内

縁

を
破
棄

し

π
る
當
事

者

は
不
法

行

爲

の
責

任

を
負

は

ね
ば

な
ら

な

い
、

と

い
ぷ
判
決
が

あ

う

、

か

＼
る
見

解

は
今

日
ま

で

凝

ら
ず

私

も

正
當

と

思

ふ

(四
)。

二

大
審
院
の
判
決
と
し
て
は
、
明
治
三
五
・三
・
八
民

一
・録
八
輯

一
六
頁
、
明
治
四
四
・三
・
二
五
民

丁
録

一
七
輯

一
六
九
頁
が
あ
り
、
下
級
審
の

も
の
と
し
て
は
、
東
控
明
治
三
四
・
三
・
二
二
・新
聞
二
九
號
六
頁
、
東
地
大
正
二
・三
・三
一
・新
聞
八
六
三
號
二
四
頁
、
東
控
大
正
三
・七
・
二
・五
・

新
聞
九
六
五
號
二
七
頁
、
等
多
敦
あ
り
。

三

仁
井
田
博
士
・
親
族
法
相
続
法
論

一
二
〇
頁
、
鳩
山
博
士
・
法
律
行
爲
乃
至
時
効
七
二
頁
、
掛
下
學
士
・
婚
姻
ノ
豫
約

「明
治
法
學
五
〇
號
七

頁
」
、
申
島
博
士
・
京
都
法
學
會
難
誌
四
巻
四
號
一
六
七
頁
、

牧
野
(菊
)博
士
・
日
本
親
族
法
論
(奮
版
)
一
七
四
頁
、
等
。
こ
れ
に
反
し
、
有
数

論
を
唱
へ
て
ゐ
た
學
者
は
、
岡
村
博
士
・
京
法
四
巻
四
號

一
六
七
頁
、
池
田
博
士
・
婚
姻
豫
約
ノ
効
力
「法
協
二
四
巻

一
二
號

一
七
〇
四
頁
」。

四
'
大
審
明
治
四
四
・
マ
ニ
六
民
一
・録

一
七
輯

=
ハ
頁
「上
告
人
(男
)
ハ
適
法
二
婚
姻
ヲ
成
立
セ
シ
ム
ル
ノ
意
思
ヲ
有
セ
サ
リ
シ
ニ
拘
バ
ラ
ス
其
意



思
ヲ
有
ス
ル
カ
如
ク
・裟
ヒ
以
テ
被
上
告
人
(女
)ヲ
欺
キ
同
人
ヲ
シ
テ
明
治
四
十
二
年

一
月
中
上
告
人
ト
婚
姻
ノ
式
ヲ
畢
ケ
爾
來
数
月
間
同
棲
ス
ル

ニ
至
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
上
告
人
力
途
二
婚
姻
ノ
届
出
ヲ
爲
サ
サ
リ
シ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
項
々
タ
ル
事
柄
ヲ
理
由
ト
シ
テ
被
上
告
人
ヲ
離
別
シ
タ

ル
ニ
於
テ
ハ
被
上
告
人
ノ
名
春
ノ
段
損
セ
ラ
レ
シ
コ
ト
勿
論

乱
シ
テ
即
チ
上
告
人
ハ
故
意
ヲ
以
テ
被
上
告
人
ノ
擢
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
モ
ノ
昌
外
ナ

ラ
ス
」。
近
く
は
東
控
昭
和
六
・七
・二
八
・新
聞
三
三
一
〇
號
五
頁
は
「有
婦
ノ
夫
力
…
…
無
婦
ノ
男
子
ナ
ル
カ
如
ク
装
ヒ
甲
女
ヲ
幾
岡
」
し
て
内
縁

関
係

を
結
ん
だ
の
を
「
女
ノ
貞
操
を
躁
廟
シ
因
テ
其
ノ
自
由
名
誉
身
髄
上
ノ
権
利
ヲ
侵
害
シ
タ
ル
」
不
法
行
爲
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。

所
が

大

正
四
年

一
月
二
十

六

日
に

い
π

う
大
審

院

は
從
來

の
見
解

を
改

め

て
、
「
婚
姻

の
豫

約

」
は
適

法
有

敷
な

め

と

宣
言

し
、

そ

の
約

に
違
反

し
だ

る
當

事
者

は
違
約

に

よ
る
責

任
を
負

は
ね

ば
な
ら

臓
旨

を
判

示

し
π

(
ヨ
)。

こ

の

判
決

は
當

時
有

力

な
學
者

が
指
摘

し

尤
や

う
に
(六
)、
實

際
上

の
婚
姻

が
成

立
し

て

ゐ
る
に
拘
ら

ず

こ
れ

を
軍

に
「
將

來

二
於

テ
適

法

ナ

ル
婚
姻

ヲ
爲

ス

ヘ
キ

コ
ト
ヲ
目
的

ト
ス

ル
契

約
」
π

る

「
婚
姻

ノ
豫

約

」
と

い
ふ
観
念

を
以

て
説
明

し
π
所

に
、
事

實

に

反
し
杜
會

観
念

に
遠

ざ
か

る
と

の
批

難

を
免
れ

得
な

い
に

し

て
も
、
そ

の
結

果

に
於

て
、
實
質

上

内
縁

の
効
力

を
認

め
、
そ
れ

が

法
律

的
保

護

に
値

す

る

こ
と
を
示

し

禿
も

の
と
し

て
重

要
な

役
割

を
演
じ

尤

る

こ

と
を
看

過
す

こ
と

は
出

來

な

い
Q

そ

の
後

こ
の
趣
旨

を

基
礎
と

し

て
内

縁

に
關

す

る
判
例

は
非

常

な
発
展

を
と
げ

、

今

日
に
於

て
は
、

そ

の
論
縷

蛇

に
範
囲

等
に

つ

い
て

の
相
違

こ
そ
あ
れ

、
内
縁
関
係

に
法
律

的
効
力

を
與

へ
る

こ
と

を

否
定

す

る
者

は

恐
ら

く
な

い
で
あ

ら

う
と
思

は
れ

る
。

竃

前
掲
・
録
二
一輯
四
九
頁
。

内
曲豚
の
法
律
湘
関
係

(清

水
)

(
第
五
巻

第

二
曲膨

三

一
三
)

三
三



内
縁

の
法
律
関
係

(
清
水
)

(
第

五
巻

第

二
貌

三

一
四

)

三
四

六

岡
松
簿
士
・
前
掲
、
新
聞
一
〇
一
六
號
三
頁
、
中
島
博
士
・
前
掲
、
改
造
論
一
〇
二
頁
、
穗
積
博
士
・
前
掲
、
志
林
一
九
巻
九
號
七
頁
等
。

然
ら
ば
次
に
届
出
を
拒
ん
だ
内
縁

の
當
事
者
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
つ
て
責
任
を
負

ふ
の
で
あ

る
か
、
即
ち
責

任

の
根
撲
如
何
が
問
題
と
な
る
。

　A

前
掲
聯
合
部
判
決

は

「
婚
姻

の
豫
約
ヲ
履
行

セ
サ
ル

ニ
因

リ
テ
生

シ
タ
ル
損
害

ノ
賠
償

ハ
違
約

ヲ
原
因

ト
シ

(
テ
請
求
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
要

シ
不
法
行
爲

ヲ
原
因
ト
シ
テ
請
求

ス
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
非

ス
」
と
言

つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
れ

ば
、
「
婚
姻
豫
約
」
不
履
行

の
責

任
は
不
法
行
爲
に
よ
る
の
で
な
く
違
約
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の

違
約
な
る
語

は
如
何
な

る
意
義
に
解
す
べ
き
か
、
明
で
な

い
。

　B

中
島
博
士
は
前

の
判
決

が
違
約
な
る
語
を
用

ひ
て
ゐ
る
の
を
債
務
不
履
行
と
解

し
て
賛
意
を
表
し
て
居
ら
れ

(
る

(七
)。

然

し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
[,
婚
姻
豫
約
L
が
債
権

契
約

で
あ

る
と

い
ふ
前
提
の
上
に
立

つ
も
の
で
あ
う
、

そ
の
前
提
が
探
り
難
き

こ
と
す

で
に
述
べ
禿
如
く
で
あ
る
か
ら

(八
)、

こ
の
説
に
は
賛
し
得
な

い
。

七

中
島
博
士
・
前
掲
、
改
造
論
九
五
頁
以
下
。

八

第
二
章
、
内
縁
の
法
律
的
性
質
、
参
照
。

　C

曄
道
博
士
は
「
婚
姻
豫
約
」
不
履
行
に
よ
つ
て
生
じ
π
る
損
害
の
種
類
を
分
け
て
、
財
産
上
の
損
害
に
つ
い
て

(
は
賠
償
責
任

の
根
蝶
脱
委
任
に
關
す
る
民
法
第
六
五

一
條
及
び
雇
傭
に
關
す
る
第
六
二
八
條
の
準
用
に
求
め
ら
れ
、



非
財
産
上
の
損
害
に

つ
い
て
は
、
身
膿
及
び
名
碁
に
關
す
る
不
法
行
爲

(
民
法
第
七

一
〇
條

)
に
求
め
て
居
ら
れ

る

(九
)。
然

し
な
が
ら
か
く
解
す
る
時
は
、
非
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
軍
に

「
婚
姻
豫
約
」
不
履
行
に
よ
つ
尤
の
み

で
は
足
ら
ず
、
特
に
不
法
行
爲

の
存
す
る
場
合

に
の
み
賠
償
を
う
け
得
ら
れ
る
こ
と

＼
な
る
結
果
、
救
濟
の
範
囲

が

不
當
に
狡
め
ら
れ

る
こ
と

＼
な
る
。
叉
債
務
不
履
行
叉
は
契
約
脱
退
に
因

る
損
害
賠
償
に

つ
い
て
は
非
財
産
上
の
損

害
を
賠
償
す
べ
き
規
定
が
存
し
な

い
か
ら
と
の
理
由
は
、
あ
懐
ム
に
窮
屈
な
見
解

で
あ

る
。
不
法
行
爲

に
關
す
る
規

定
を
ー
そ
れ
が
性
質
上
不
法
行
爲
に
の
み
限
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
限
う
ー

債
務
不
履
行
叉
は
契
約
脱
退
に
準
用

す

る

こ

と

は

何

等

不

都

合

で

な

い

の

み

な

ら

ず

必

要

で

あ

る

。

こ

の

意

味

に

於

て

非

財

産

的

損

害

の

賠

償

に

つ

い

て

は

不

法

行

爲

と

債

務

不

履

行

と

を
区
別

す

べ

き

理

由

な

く

、

債

務

不

履

行

の
場
合

に

準

用

さ

れ

る

べ

き

だ

と

信

ず

る

の

で

、

こ

の

見

解

も

探

り

得

な

い
(
一
〇
)
。

九

嘩
道
博
士

・
前
掲
、
判
例
批
騨

一
七
四
頁
以
下
、
特

二
一
八
二
頁
以
下
。
博
士
が
そ

の
理
由
と
せ
ら
れ

る
所
は

「
蓋

シ
我
國
法
上
不
法
行
爲
上

ノ
損
害
賠
償
責
任

昌
付

テ

ハ
特

二
明
丈

ヲ
以
テ
非
財
産
上

ノ

損
害

ヲ
モ
賠

償

ス

ヘ
キ

旨

ヲ
規
定

セ
ル

ニ
反

シ

(
民
法
第
七

一
〇
條

、
第

七

一
一

條
)
、
債
務

不
履
行
又

ハ
契
約

脆
退

昌
因

ル
損
害
賠
償
責
任

二
關

シ
テ
特

二
此
ノ
如

キ
明
言

ヲ
爲

サ
サ
ル

ハ
此
等

ノ
原
因

二
基

ク
場
合

ニ
ハ
財
産

上

ノ
損
害

ノ
賠
償

ヲ
求

メ
得

ル
モ
、
非
財
産

上
ノ
損
害

ノ
賠
償

ハ
之

ヲ
請
求

ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
サ

ル
ノ
主
旨

ナ
リ
ト
解

ス
ル
ヲ
至
當

ト

ス
…
…
」

(
一
八
二
頁

)
と

い
ふ

に
あ
り
、

こ
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
非
財
産
的
賠
償

は
、
不
法
行
爲
が
成

立
せ
る
場
合

に
限
り
得

ら
わ

る
こ
と

に
な

る
◎
同
趣

旨
と
し

て
和
田
剣
事

・
前
掲
、
七
三
五
頁

、
七
三
八
頁
。

内
践
脚の
法
律
蘭
囲係

(清
永

)

(
第

五
巻

第

二
艦
肥

三

ア
五
)

冒
}霊



櫨
輝
の
蟄
、律
禰
係

藩

ホ
)

(第
五
巻

鈷

二
魏

三
一
六
)

…
ハ

馳
O

不
法
行
爲

に
關

す

る
民
法
第

七

一
〇
條

、
七

一
一
條

が
債
務
不
履
行

に
準
用
せ
ら
る
べ
き

こ
と
は
多
数
有
力
.な

る
學
者

の
認

め
て
ゐ

る
所
で

あ

つ
て
、
判
例

も

こ
れ
を
承
認

し
て
ゐ
る
。
例

へ
ば

、
石
坂
博
士

・
日
本
艮
法
債
権
総
論
上

三
六
三
頁
、
横
田
簿

士

・
債
権
総
論

三
〇

三
頁
、
富

井
博
士

・
民
法
原
論

三
巻

二
〇

三
頁
、

二
二
八
頁

、
鳩
山
博
士

・
櫓

訂
日
本
債
権

法
(
縛
論

)
六
四
頁
、
七
九
頁
、

三
瀦
博

士

・
債
櫨
法
提
嬰
線
論

ニ
ニ
ニ
頁
、
勝
本
博

士

・
債
権
縛
論
上
巻

二
八
九
頁

、
等
。

大
審
大
正
五
・
一
・
二
〇
民
二
・
録

ニ
ニ
輯
四
頁

、
抄
録

六
四
巻

=
二
九
〇
九
頁
、
東

控
大
正
九
・
=

一
・
一
四
・
評
論

一
〇
巻
民
九
九
頁
、
東
控
大

正

一
二
・
二
六
・
訴
論

一
二
巻
民
五
六
九
頁
、
等
。

長
控
昭
和
七
年

(
ア
)第

三
八

一
號

・
民

一
(宮

山
、
渡
邊

、
阿
武

三
剣
事
)
は
十

三
、
四
年
間

に
亘

る
内
繰

に

つ
い
て
内
縁

の
夫
が
婚
姻

の
届
田

を
拒
絶

し
且
他

に
情
婦
を
も

つ
て
子
を
塞
・げ
た

の
で
女
が
損
害
賠

償
を
求

め
た
の
に
対
し

男

の
方
か

ら
控
訴
し
た
事
件
で
あ
る
が
、

そ
の
剣
丈
中

に

「
該
債
務
不
履

行

二
因

リ
被
擦
訴
人

ノ
蒙
リ
タ

ル
損
害

タ
ル
以
上
特
別

ノ
事
情

二
因
リ
生

シ
タ

ル
損
害

ニ
シ
テ
債
務
者
タ

ル
控

訴
人

ノ
豫
見

ス

ル

コ
ト
ヲ
得

サ
リ

シ
モ
ノ

ニ
非

サ

ル
限
り
無
形
的
非
財
産
上

ノ
損
害

ト
錐
之

力
賠
償

ヲ
爲

ス

ヘ
キ
義

務
ア
リ

ト
爲

ス
ヘ
キ

コ
ト
民
法
第
四
百
十
五

條

ノ
規
定
上
明
白

ニ
シ
テ
其
ノ
無
形
的
非
財
産
上

ノ
損
害

ハ
債
務

不
履
行

ユ
基

ク
モ
ノ
ナ
リ

ト
錐
其

ノ
賠
償

ハ
不
法
行
爲

二
基

ク

モ
ノ
ト
同

シ
ク

荷
金
鈍

ヲ
以
テ
之

ヲ
爲

ス
ヘ
キ

モ
ノ
ナ
リ

ト
ス
ヘ
キ

コ
ト
叉
民
法

ノ
解
羅

上
疑

ヲ
容

レ
サ

ル
ト
コ

ロ
ナ
リ
無
形
的
非
財
産
上

ノ
損
害

二
封

シ
テ

ハ

不
法
行
爲

二
基

ク
モ
ノ

ニ
付

テ
ノ
ミ
其

ノ
賠

償
請
求
擢

力
認
メ
ラ

レ
債
務

不
履
行

二
基

ク
モ
ノ

ニ
付
テ

ハ
其

ノ
賠
償
請
求
橿

ハ
是
認

セ
ラ

レ
サ
ル

カ
如
キ
趣
旨

ノ
控
訴
人

ノ
主
張

ハ
法
律

ノ
正
當

ナ
ル
解
粋

ノ
方
法

二
田

テ
サ

ル
謬
見

ニ
シ
テ
嘗
院
ノ
探

ラ
サ
ル
ト

コ
ロ
ナ
リ
」

と

い
っ
て
ゐ

る
。

　D

岩

田

博

士

は

「
婚

姻

豫

約

」
に

よ

つ

て

事

實

上

の

結

婚

者

の

地

位

と

い

ふ

一
種

の

身

分

上

の

地

位

が

成

立

す

る

(

と

し

「
婚

姻

豫

約

」
の

不

履

行

に

よ

る

責

任

は

、

「
婚

姻

豫

約

」
者

尤

る

権

利

の

侵

害

に

よ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

そ

れ

は

不

法

行

爲

に

基

く

も

の

で

あ

つ

て

契

約

不

履

行

に

よ

る

の

で

は

な

い

と

読

い

て
居

ら

れ

る

(
=

)
。

而

し

て

そ

の

論

擦

と

し

て

は

、

婚

姻

を

以

て

慣

習

上

の

制

度

で

あ

り

從

つ

て

内

縁

の

夫

婦

も

慣

習

上

の

正

當

な

夫



婦
で
あ
る
と
し

こ
れ
に
適
用
せ
ら
る
べ
き
法
規
が
存
し
な

い
の
で
あ
る
か
ら

、
か
＼
る
慣
習
は
法
例
第

二
條
に
よ

つ
て
慣
習
法
と
し
て
承
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

い
ふ
に
あ
る

二

二
)。

尚
、
個

々
の
點
に
つ
い
て
理
由
と
せ

ら
れ
る
所
を
挙

げ
て
み
る
な
ら
ば
大
體

、
ω
も
し
「
婚
姻
豫
約
」
不
履
行
が
債
務
不
履
行
で
あ
る
な
ら
ば
、
内
縁
に
於

て
履
行
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
単
に

届
出
だ
け
で
あ

つ
て
、
容
易
に
強
制
し
う
べ
き
性
質

の
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、

判
例

は
強
制
を
許
さ
ず
と
し
、
叉
債
務
違
反
な
ら
ば
相
手
方
の
正
當
な
事
由
に
よ
つ
て
損
害
賠
償
権
が
阻
止
さ
れ
る

と

い
ふ

こ
と
は
な

い
の
に
、
判
例
は
正
當
事
由
に
よ
る
違
反
の
責
任
を
負

は
な

い
と
し
て
ゐ
る
の
は
そ
の
責

任
の
原

因
が
債
務
不
履
行
で
な

い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
㈹
債
務
不
履
行
に
よ
つ
て
は
無
形
損
害
は
賠
償
せ
し
む
べ
き

で
な

く
、
判
例

が

無
形
損
害
を
も

賠
償
す

べ
き
も
の
と
し
て
ゐ
る
の
は
明
に

不
法
行
爲
に
よ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
　

判
決
が
違
紅
を
原
因
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
べ
き
で
あ

つ
て
不
法
行
爲
を
原
因
と
し
て
請
求
す
べ
き
で

な

い
と
し
た

こ
と
は
、
法
文
適
用

の
技
術
上
洵
に
や
む
を
得
な

い
窮
余

の
策
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
後
の
判
決

に
於

て
も
契
約
不
履
行
の
損
害
賠
償

で
あ
る
か
の
如
く
言

つ
て
ゐ
る
の
は
沿
革

的
な
文
句
に
囚
は
れ

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
現
に
之
れ
を
既
成
の
具
體
的

権
利
を
侵
害
す
る
不
法
行
爲
と
宣
言
し
た
判
例

(
=
昌
)
が
現
れ
て
ゐ
る
の
は
、
豫

約
者
た
る
権
利
其
の
者

の
侵
害
を
不
法
行
爲
と
認

む
る
思
想

の
胚
胎

せ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ

つ
て
往
時

の
婚
姻
豫

約
が
無
敷
な
る
が
故
に
身
膿
、
自
由
、
名
春
に
対
す

る
不
法
行
爲
を
認

め
た
見
解
と
は
そ
の
法
律
的
概
念
構
成
を
異



内
縁
の
法
律
開
係

(清
水
)

(第
五
巻

第
二
號

三
一
八
)

三
八

に
す
る
。
M
要
す
る
に
判
例
に
よ

つ
て

「
婚
姻
豫
約
」
契
約
な
乃
身
分
上

の

U
契
約
が
判
例
法
と
し
て
登
生
し
、
從

つ
て
婚
姻
豫
約
者
と

い
ふ

一
種
の
法
律
上
の
地
位
が
認
め
ら
れ
、

こ
れ
に
件
ふ
多
く
の
権
利
が
承
認

せ
ら
れ
て
來
π

今
日
、

こ
の
損
害
賠
償

の
性
質
が
不
法
行
爲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
と
な
つ
尤
、
と

い
ふ
に
あ
る
。

今
博
士
の
読
か
る
＼
所
を
考

へ
て
み
る
に
、
博
士
は
内
縁
が
法
例
第

二
條
に
よ
つ
て
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
る
べ

き

こ
と
を
主
張

せ
ら
れ

る
け
れ
ど
も
、
法
例
第
二
條
に
よ
れ
ば
慣
習
が
法
的
効
力

を
附
與
せ
ら
れ

る
が
禿
め
に
は
、

そ
の
事
項
が
「
法
令

ノ
規
定

ユ
依

リ
テ
認
メ
タ

ル
モ
ノ
」
な
る
か
、
叉
は
「
法
令

二
規
定

ナ
キ
事
項
」
た
る
こ
と
を
要
す

る
の
で
あ

る
。
然
も
内
縁
を
認
め
π
る
法
律

の
存

せ
ざ

る
は
勿
論
「
法
令

二
規
定
ナ
キ
事
項
」
と
も

い
ひ
得
な

い
と
思

ふ
。
即
、
内
縁
の
實
質
は
社
会

的
に
み
れ
ば
婚
姻
そ
の
も
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
點

、
民
法
上
の
婚
姻
の
實
質
と
全
く

同

一
の
関
係

で
あ
る
。
而
し
て
民
法
は
こ
の
社
会

的
な
婚
姻

に
つ
い
て
そ
れ
が
民
法
上
の
婚
姻
と
し
て
認

め
ら
る
べ

き
規
定
(
民
法
第
七
七
五
條
其
他

)
を
設
け
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
社
会

的
な
婚
姻
に

つ
い
て
内
縁
な
る
慣
習
が

あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

は
法
例
第

二
條
に
よ
つ
て
慣
習
法
と
し
て
認

め
ら
れ
得
な

い
も
の
で
あ
ら
う
と
考

へ
る
。
叉

次
に
判
例
が
屈
出
を
強
制
し
得
な

い
と
し
π
の
は
債
務
に
基
く
も
の
で
な

い
か
ら
だ
と
せ
ら
れ

る
が
、
判
例

が
強
制

し
得
な

い
と

い
つ
π
の
は
、
婚
姻
の
屈
出
は
當
事
者
の
自
由
な
意

思
に
よ
つ
て
な
さ
な
け
れ
ば
婚
姻

の
目
的
を
達
す

る
こ
と
が
出
來
な

い
も
の
と
考

へ
π
か
ら

で
あ

つ
て
、
例

へ
ば
、
學
者
を
し
て
講
演
を
爲

さ
し
め
る
債
権

、
書
伯
を



し
て
給
を
か
、
し
め
る
債
権

が
性
質
上
、
強
制
し
得
な

い
の
と
同
じ
考

へ
方
で
あ
る
(
輌
四
)。
私
は
後
に
述
べ
る
如
く

届
出

を
張
制
し
得
る
も
の
と
の
見
解
を
採
る
の
で
あ
る
か
ら
(
一
竃
)、
こ
の
點

の
論
議
は
問
題
と
な
ら
な

い
け
れ
ど
も

さ
う
で
な
く
と
も
、
届
出

張
制
を
認

め
な

い
か
ら
と
て
違
反
の
責
任
が
契
約
不
履
行
で
あ

る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と

を
得
な

い
と
思
ふ
。
叉
、
正
當
な
事
由
が
あ
れ
ば
責
任
な
し
と

い
ふ
の
は
、
そ
の
責
任
が
債
務
不
履
行
に
よ
る
の
で

は
な

い
か
ら
と

い
は
れ
る
が
、
正
當
な
事
由
に
よ
つ
て
「
婚
姻
豫
約
」
を
履
行
し
な

い
と

い
ふ
の
は
、
相
手
方
に
於
て

す
で
に
そ
の
「
責

二
蹄

ス

ヘ
キ
事
由

二
因

リ
テ
履
行
ヲ
爲

ス
コ
ト
能

ハ
サ
ル

ニ
至
」
ら
し
め
π
場
合

で
あ

つ
て
、
こ
の

場
合

に
不
履
行

の
責
任
は
む
し
ろ
相
手
方
に
存

し
、

一
方
當
事
者
は
こ
の
正
當
事
由
に
よ
つ
て
自
ら
履
行

の
責
任
な

き
は
勿
論

、
む
し
ろ

相
手
方
に
対
し

履
行
不
能
に
基
く

損
害
賠
償
を
求

む
る
権
利

を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
(
=
(
)。

叉
、
無
形
損
害
が
債
務

不
履
行
に
よ
つ
て
は
賠
償
せ
し
め
ら
れ
な

い
と

い
ふ
考

の
不
當
な
る
こ
と
は
前
読
に

つ
い
て

述
べ
だ
通
り
で
あ

る
(
嘲
七
)。

更
に

引
用
せ
ら
れ
泥
る
判
例
に
於
て
不
法
行
爲

を

原
因
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
以

て
、

一
般
的
に
「
婚
姻
豫
約
」
不
履
行
が
不
法
行
爲
で
あ
る
と
す
る
思
想

の
現
れ
だ
と

い
は
れ

る
け
れ
ど
も
、
判
例
が
不
法

行
爲
と
し
て
被
害
者
を
救
濟

し
て
ゐ
る
の
は
、
「
婚
姻
豫
約
」
が
無
敷
で
あ
る
場
合

で
あ

つ
て
ー

引
用

の
判
例

で
は

錯
誤
及
詐
欺
に
よ
つ
て
無
敷
と
解
す
べ
き

こ
と
既
述

の
如
く

で
あ

る

(
嗣
八
)i

か
㌧
る
場
合

に
は
槽
利
義
務
は
生

ぜ
ず
、
從

つ
て
そ
の
不
履
行
の
問
題
を
生
ず
る
絵
地
が
な

い
。
從
つ
て
そ
れ
が

不
法
行
爲
を
形
成
す
る
時
に
は
、
不

内
縁

の
法
律
関
係

(清
水

)

(
第

五
巷

第

ご
號

三

一
九
)

三
九



法
行
爲

に
よ

つ
て
責
任
を
負
ふ
べ
き
で
あ
る
と

い
ぶ
判
例

の
見
解
は
、
往
時
と
何
等
異
れ

る
所
を
見
出

し
得
な

い
と

思
ふ
(
閣
九
)Q

さ
ら
に
以
上
の
諸
點

を
問
題
外
に
置
く
と
す
る
も
、
「
婚
姻
豫
約
」
不
履
行
を
以
て

一
般
的
に
不
法
行
爲
と
せ
ら
れ

る
こ
と
は
現
行
法
上
根
本
的
に
承
服
し
難
.い
見
解

で
あ

る
と
思
ふ
。
即
、
民
法
は
違
法
な
る
権
利
侵
害
行
爲
を
分
け

て
、
そ
れ
が
債
務
者
に
よ
る
債
権
者

の
債
権

侵
害
の
場
合
を
特
に
債
務
不
履
行
と
し
、
其
他

の
場
合
を
不
法
行
爲
と

し
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
「
婚
姻
豫
約
」
に
よ
つ
て

一
種

の
地
位
が
登
生
し
、
多
く

の
権
利

が
承
認
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、

當
事
者
相
互
間
に
於
け
る
法
律
上
の
婚
姻
を
な
す
べ
き
権
利
義
務
は
f

そ
れ
は
身
分
法
上
の
も
の
で
あ
り
純
粋
な

債
権

債
務

で
は
な

い
け
れ
ど
も
ー

債
権
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
か

＼
る
樫
利
が
義
務
者

た
る

一
方
當

事
者
に
よ
つ
て
侵
害
せ
ら
れ
た
場
合

に
は
、
性
質
上
、
債
務

不
履
行
と
同
様
の
関
係

を
生
ず

る
も
の
と

い
ふ
べ
く
、

こ
れ
を
以
て
不
法
行
爲
と
解
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
と
思
ふ

(
鞠δ

〉。

煽
聰

岩

田
博

士

・
前
掲
、
婚
姻
豫
約

の
實
謹
的
考
察
「
法
學

研
究
3
」
二
三
頁
以
下
、
特

二
、
五
二
、
五
三
頁
、
六

一
頁
、

七
七
頁
。

閣
二

同
博

士

・
前
掲

三
六
頁

以
下
。

=

二

同
博

士

・
前
掲

六

一
頁
所
載

、
東
控
大
正

一
五
・
三
・
=
二
評
論

一
五
巻
民

二
五

一
頁
、
東
控
昭
和

六
・
七
・
二
八
新
聞
三
三

一
〇
號

五
頁
。

一
四

か

エ
る
考

へ
方

は
今
日

一
般

に
行
は
れ

て
ゐ
る
所

で
あ
る
。
末
弘
博
士

・
債
襟
総

論
「
法
學
全
集
5
」
七
〇
頁
(
註

二
三
)
参
照
。

繍
置

後

蓮
ω
現
實

的
履
行
請
求
権
、
参
照
.



繭
六

後

遽
(
1

)履
行
不
能

に
よ

る
損
害
賠
償

、
参
照
。

噛
七

⑥

の
批
評
参
照
。

嗣
八

第

三
章
参
照
。
引
用
の
判
例

に
於

て
は
、
妊
娠
を
秘
し

て
結
婚
(
内
縁

)す

る
こ
と
は
詐
敷

又
は
要
素

の
錯
誤

と
し

て
無
敷

で
あ
り
、
有
妻
者

が
無
妻

と
欺

い
て
内
縁

を
結
ぶ
は
詐
敷

に
よ

つ
て
無
敷

で
あ

る
。

一
九

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す

で
に
述

べ
た
。
本
章
・註
四
参
照
。

二
〇

前
揚
長
控

昭
和
七
年
(
ア
)第

三
八

一
號
・
民

一
(
本
章

註

一
〇
)
は
「
控
訴
人
(
男
)
ハ
被
控

訴
人
(
女
)
ト
ノ
婚
姻

ノ
届
出
ヲ
爲

ス
ヘ
キ
旨

ノ
被
控

訴
人

ノ
申
出

ヲ
拒
絶

シ
テ
其

ノ
届
出

ヲ
爲

サ
サ
ル
鮎

二
於

テ
前

記
内
縁
夫
婦
関
係

設
定

ノ
事
賓
婚

ノ
合
意

昌
於

ケ
ル
婚
姻
豫
約

ノ
部
分

二
基

ク
被

控
訴
人

ノ
婚
姻
豫
約
履
行
請
求
橿

二
封

ス
ル
債
務

不
履
行

ノ
効
果

ヲ
受

ク

ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

ヘ
ク
又
凡

ソ
現
行
法

力
民
事

ノ
裁
判
規
範

ト
シ
テ
認

ム

ル
條

理
ノ
解
釈

上
婚
姻
関
係

昌
於

テ
ノ
ミ
ナ
ラ

ス
前
記
ノ
如

キ
内
縁
夫
婦
開
係

二
於

テ

モ
其

ノ
有

敷

昌
存
続

ス
ル
限
り
其

ノ
効
果

ト
シ
テ
其

ノ
當

事
者

タ
ル
内
縁

ノ
夫
婦

ハ
相
互

昌
相
手
方

二
封

シ
貞
操

ヲ
守

ル
ノ
義
務

ヲ
有

シ
其

ノ
義

務
ヲ
要
求

ス
ル

コ
ト
ヲ
正
當

ト
ス
ル
親
族
法
的
請
求
権

ヲ

有

ス
ル
モ
ノ
ト
ナ

ス

ヘ
キ
ト

コ
ロ

ニ
シ
テ
此
ノ
請
求
椹

二
封

ス
ル
右
義
務

ノ
不
履
行

ハ
民
法
所
定

ノ
債
務
不
履

行

ト
同

一
二
論

ス
ヘ
キ
ト

コ
ロ
ナ

レ

ハ
前

記
内
縁

夫
婦
開
係

ノ
存
続
中
右
認
定

ノ
如

ク
情
婦

ト
畿
績
私
通

ヲ
爲

シ
タ
ル
貼

二
於

テ
該
内
縁

夫
婦
関
係

上

ノ
右
義
務

昌
關

ス
ル
債
務
不

履
行

ノ
責

任

ヲ
免

ル
ル

コ
ト
ヲ
得

サ

ル
ト

コ
ロ
ト
ス
被
控
訴
人

ハ
控
訴
人

力
右

ノ
如

ク
情
婦

ト
織
績
私
通

ヲ
爲

シ
タ
ル
事
實

ヲ
以

テ
右
剣
定

ノ
如

キ
債
務
不
履
行

ナ
リ

ト
主
張

ス

ル
外
更

昌
控
訴
人

力
貞
操

ヲ
守

ル
コ
ト

ニ
付
被
控
訴
人

ノ
有

ス
ル
右
内
縁
夫
婦
関
係

上
ノ
利
益

ヲ
内
容

ト
ス
ル
被

控
訴
人
ノ
橿
利

ノ
侵
害

タ
ル
不
法
行
爲

ナ
リ

ト
主
張

ス
レ
ト
モ
控
訴
人
力
貞
操

ヲ
守

ル
コ
ト

ニ
付
被
控

訴
人

ノ
有

ス
ル
右
内
縁

夫
婦
関
係

上
ノ
利

盆

ヲ
内
容

ト
ス
ル
梅
利

ハ
被
控
訴
人

ノ
控
訴
人

二
封

ス
ル
権
利

ト
シ
テ

ハ
實

二
右
剣

定
ノ
如

キ
被
控
訴
人
ヵ
控

訴
人

二
封

シ
貞
操
義

務
ヲ
要
求

ス

ル

コ
ト
ヲ
正
當

ト

ス
ル
親
族
法
的
請
求
椹

ノ
外

二
田

テ
サ
ル
ト

コ
ロ
ト
ス

ヘ
ク
而

シ
テ
該
請

求
擢

二
封

ス
ル
義
務

ヲ
負
憺

ス
ル
債
務
者

タ
ル
控
訴

人

ノ
右
請
求
権

ノ
侵
害

ハ
實

昌
其

ノ
債
務

二
關

ス
ル
民
法
所
定

ノ
債
務
不
履
行

ト
同

一
二
論

ス

ヘ
キ

ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
右
事
實

二
付
テ

ハ
此
ノ
外

晶

内
縁

の
法
律
関
係

(清
水

)

・
(
第

五
巻

第

二
號

三
二

一
)

囚

一



肖
隷

の
法
律
関
係

(清

永
)

(
第

五
巻

第

二
貌

三
二

二
)

四

二

被
控
訴
人

二
封

ス
ル
不
法
行
爲

ノ
要
件
ヲ
充

ス
ヘ
キ
絵
地

ナ
キ
ト

コ
ロ
ト

ス
」

と

い
つ
て
ゐ
る
。
論
旨

に
は
私
見
と
異

る
も
の
が
あ

る
け
れ
ど
も

内
縁

の
破
棄

が
不
法
行
爲

に
非
ざ

る
こ
と
を
正
當

に
蓮

ぺ
て
ゐ

る
。
右
判
決

に
対
す

る
上
告
判
決
た

る
大
審

昭
和
八
年
(
オ
)第

三
千

二
百
十

五
號

民
五
、
に
於

て
も

「
論
旨

ハ
自
家

ノ
見

解

二
固
執

シ
原
審

力
右

ノ
如
ク
婚
姻
豫
約

ノ
不
履
行

ナ
リ

ト
ス
ル
モ
ノ
ヲ
強

ヒ
テ
不
法
行
爲
ナ
リ

ト
牽
張

附
會

ス
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
到
底
探
用

ノ
限
9

昌
在

ラ

ス
」

と
し
て
不
法
行
爲
読
を
退
け

て
ゐ

る
。

恥

小
石

到
事

は
内

縁
が
實

質
的

に
夫
自
身

婚

姻

で
あ

る
か
ら

、
所

謂
「
婚

姻
豫

約
」
不
履

行

は
債
務

不
履
行

で
な

く
く
内

縁
離

婚

で
あ

る
と

し
、
從

つ
て
そ
れ

に
基
く
責

任

は
有
責

離
婚

者

の
賠
償
責

任
と

し

て
不

法
行
爲

上

の
責

任

に

類

す

る
も

の

で
あ

る
と

い
は
れ

る

(
三

)。

こ
れ

は

「
婚
姻

豫
約

」
不
履

行
が

實
質

的
に

は
有
責

離
婚

の
問
題

で
あ

る

と

さ
れ

π

こ
と

は
正
當

で
あ

る
と

思
ふ

け
れ
ど

も
、

そ

の
責

任
が

不
法
行
爲

に
類

す

る
も

の
と

い
は
れ

る

こ
と

に
は

賛

し
難

く
、

私

は
、
有
責

離

婚
者

の
責

任

の
問

題

を
婚

姻
契

約
違

反

の
問

題
と

し

て
、
債
務

不

履

行
に

よ
る
責

任
に

類

す
る
竜

の
と
信

じ

て

ゐ
る

(
二
二
)。

二
一

小
石
剣
事
・
前
掲
、
法
曹
會
雑
誌
十
巻
十

一
號
三
三
、
三
四
頁
。

顧=
一

有
責
離
婚
者
.
即
、
自
己
の
責
に
蹄
す
べ
き
事
由
に
よ
つ
て
離
婚
の
止
む
な
き
に
至
ら
し
め
た
者
が
、
相
手
方
に
対
し
て
責
任
あ
り
や
に
っ

い
て
は
、
我
民
法
に
何
等
の
規
定
な
く
從
っ
て
解
釈
上
、
議
論
の
蝕
地
が
存
す
る
所
で
あ
る
。
今
こ
エ
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
遮
す
る
こ
と
は

出
來
な
い
が
、
必
要
の
程
度
に
私
の
考
を
遠
べ
る
な
ら
ば
、
私
は
有
責
離
婚
者
に
賠
償
責
任
あ
り
、
而
し
て
そ
の
責
任
の
根
振
は
義
務
の
不
履
行

に
存
す
る
の
で
あ
つ
て
不
法
行
爲
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。
男
女
が
婚
姻
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
婦
の
身
分
を
生
じ
、
夫
婦
は
お
互

に
誠
實
に
婚
姻
生
活
を
な
す
べ
き
権
利
義
務
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
し
夫
婦
の
一
方
が
こ
の
誠
實
義
務
に
違
反
し
婚
姻
生
活
を
綴
績
す



る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
め
た
な
ら
ば
、

そ
の
者

は
誠
實
義
務
違
反

に
よ
り
相
手
方

が
蒙

つ
た
有
形
無
形

の
損
害
を
賠
償

す
る
責

に
任
ず

ぺ
き
も

の
で

あ

つ
て
、

こ
れ

は
決
し

て
不
法
行
爲
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

義
務

者

の
義
務

不
履
行

に
基
く

も
の
で
あ
る
。
(
㈲
,に
対
す

る
批
評

に
於

て
述

べ

た
所

参
照
)
勿
論
、
夫
婦
間

に
於

て
暴
行
、
虐
待
等

の
行
爲

が
あ

つ
た
場
合

に
は
不
法
行
爲

の
責

任
問

題
が
生

ず
る
場
合
は
あ
る
。
然
し
な
が
ら

こ
れ

は
暴
行
、
虐
待
そ

の
も
の
が
、
不
法
行
爲
を
構
成
す
る

の
で
あ

つ
て
、

あ

へ
て
、
夫
婦
間
に
限
ら
れ
な

い
問
題
で
あ

る
。
故

に
こ
れ
は
離
婚

の
問
題
と
は
別
個

の
も

の
で
あ
る

こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

要
す

る
に
私

は
　,婚

姻
豫

約

L
不
履

行

即
内
縁

破
棄

に

よ

る
責

任
は

、
婚

約

の
不
履

行

に
基
く

も

の

で
あ

り
、
債

務

不
履

行

に
關

す

る
規
定

を
準
用

し

て
解
釈

す
べ

き
も

の

で
あ

る
と
考

へ
る
。

　イ

現
實

的
履

行
請

求
権

(
追
完
請

求
権

)

(

内

縁
が

有

敷

で
あ

う
、
屈
出

の
義
務

に
違

反

し
控
當
事

者
が

損
害

賠
償

の
責

に
任
ず

べ
き

こ
と

は
、
今

日
學

説
判
例

の
共

に
認

め

て
ゐ

る
所

で
あ

る
が

、
婚
姻

の
屈
出

を

張
制

し
て
現
實

的
履

行

を
請

求

す

る

こ
と

が
出

來

る
や

に
關

し

て

は
、
判
例

は
之

を
否
定

し
學

説

も
ほ

と
ん
ど
総

て

こ
れ

に
賛

し
て
居

り
、
私

の
知

る
範
囲

で

は
李
田
博

士
が

張
制

を
認

め

て
居
ら

れ

る

の
み

で
あ

る
(
二
三
)。
然

し

て

こ
れ

を
否
定

す

る
理
由

は

、
婚

姻

の
意

思
が

な

い
の
に
無

理
に

張

制

し

て
も
眞

の
婚
姻

の
目
的

は
達

せ
ら
れ

な

い
か
ら

と
考

へ
だ

か
ら

で
あ
ら

う
(二
四
)。

二
三

亭
田
博
士
・
前
掲
、
婚
姻
契
約
と
こ
れ
に
關
す
る
諸
問
題
「
法
と
経
済
」
二
巷
二
號
六
五
頁
。

二
四

和
田
判
事
.
前
掲
七
三
二
頁
参
照
。
東
地
昭
和
七
・二
・
=
一新
報
三
九
二
號
二
八
頁
は

「
凡
ソ
婚
姻
ハ
當
事
者
ノ
自
由
意
思

二
基
キ
戸
籍
吏

内
縁

の
法
律
関
係

(
清
水
)

(
第
五
巷

第
三

號

三
一=
二
)

四

三



角
縁
の
法
律
禰
係

(清
水
)

(第
五
巻

第
二
號

三
二
四
)

凶
函

二
封

シ
之

ヵ
届
出

ヲ
爲

ス
ニ
非
サ

レ
ハ
其

ノ
効
力
を
生

ス
ル

ニ
由

ナ
キ

コ
ト
婚

姻
力
其

ノ
性
質
上
封
人
的
信
頼

ヲ
墓
礎

ト
シ
當
事
者
相
互

ノ
自
由

意
思

二
基

ク
身
分
上

ノ
行
爲

タ
ル

コ
ト

ニ
徴

シ
明
ナ
リ
從

テ
婚
姻
豫
約
當
事
者

ハ
相
互

二
判
決

二.因
リ
張
制
的

二
其
ノ
意
思

ノ
決
定

ヲ
求

ム
ル
ニ

由

ナ
キ
モ
ノ
」

と

い
つ
て
ゐ
る
。

然
し
な
が
ら

こ
の
理
由
は
、
未
が
事
實
上
婚
姻
を
な
し
て
ゐ
な

い
輩
な
る
婚
約

の
場
合

に

つ
い
て
は
正
當

で
あ

る

け
れ
ど
も
、
す
で
に
自
由
意

思
に
ょ
つ
て
實
質
的
に
婚
姻

を
な
し
、
尤

団
形
式
的
要
件
π
る
届
出

の
み
が
残
さ
れ
て

ゐ
る
に
過
ぎ
な

い
内
縁

の
場
合

に
於
て
は
當
ら
な

い
。

こ
の
場
合
に
、
届
出

を
強
制
せ
し
む
る
こ
と
は
何
等
不
都
合

が
な

い
の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
に
ょ

つ
て
實
際
上
多
大

の
利
益
が
存
す
る
の
で
あ

る
。
從
つ
て
私
は
内
縁

の
夫
婦
に
封

し
て
は
現
實
的
に
屈
出
を
張
制
し
得
る
も

の
と
し
、
そ
の
方
法
は
民
法
第
四

一
四
條
第
二
項
但
書

の
準
用
に
よ
り
判

決
を
以
て
届
出
の
意
思
表
示
に
代

へ
得
る
も
の
と
解
す
る

(二
五
)。

届
出
を
張
制
し
得
る
と
す
る
結
果
は
、
内
縁
の
夫
婦
間

の
子
を
嫡
出
子
力
ら

し
め
父
の
相
続

に
つ

い
て
優
位
を
獲

得
し
う
る
。

こ
れ
輩
な
る
損
害
賠
償
の
み
で
は
得
る
こ
と

の
出

來
な

い
結
果

で
あ
る
。
も
し
屑
出
強
制
に
よ
つ
て
婚

姻
成
立
し
π
後
に
於

て
も
、
離
婚
原
因
(
民
法
八

一
三
條

)に
相
當
す

る
事
由
が
あ
れ
ば
、
離
婚
を
な
し
相
手
方
の
有

責
離
婚
に
よ
る
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
も

の
と
解
す
べ
き
こ
と
前
に
述
べ
尤
如
く

で
あ

る

(二
六
)。

二
=

李
田
博
士
・
前
掲
は
、
事
實
上
の
婚
姻
を
以
て
婚
姻
が
成
立
し
、
届
出
は
そ
の
効
力登
生
要
件
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
を
前
提
と
し
て
、
届
出

の
強
制
を
認
め
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
は
賛
成
し
得
な
い
こ
と
既
蓮
の
如
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
届
出
の
強
制
を
認
め
る
と
い
ふ



結
果
に
於
て
は
私
見
と
同
一
で
あ
る
。
樹
、
博
士
は
更
に
す
、
ん
で
當
事
者
の
一方
が
死
亡
し
た
場
合
も
、
人
事
訴
訟
手
續
法
第
二
條
の
規
定
の

類
推
に
よ
つ
て
、
桧
事
を
相
手
方
と
し
て
届
毘
に
代
る
判
決
を
求
め
得
、
そ
の
届
出
の
効
力
が
相
手
方
死
亡
の
時
に
遡
及
す
る
も
の
と
考
へ
て
居

ら
れ
る
。
こ
れ
は
結
果
に
於
て
婁
當
か
も
の
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
行
法
の
解
罧
と
し
て
果
し
て
そ
こ
ま
で
言
ひ
う
る
か
、
一根
操
が
薄
弱
で
あ
つ

て
直
に
養
し
難
い
。

凹=
(

本
章
註
二
〇
参
照
。

　ロ

損
害

賠
償
請

求
権

く

内

縁

を
し

て
法
律

上

の
婚
姻

π
ら

し

む
べ
き

届
出

に
協

力
す

る

こ
と

を
拒

ん
だ
内
縁
當

事

者

が
「
婚
姻
豫

約

」
不
履

行

に

よ
る
損
害

賠
償
責

任

を
負

ふ

べ
き

こ
と

は
し
ば

し
ば
述

べ

カ
所

で
あ
う
(
二
七
)、
そ

の
責

任

は
義

務

不
履
行

に
基

く

も

の
と
解

す

べ
き

こ
と

も
す

で
に
述

べ
π
。
而

し
て
そ

の
性
質

は

一
種

の
不
完

全
履

行

で
あ

る
が

、

こ
れ

に
は
履

行
逞

滞

の
観

念

に

よ

つ
て
説
明

し
得

る
も

の
と
履

行

不
能

の
観
念

に
よ

る
も

の
と
が
存

す

る
。

二
七

こ
の
種
の
判
例
は
極
め
て
多
い
。
例
へ
ば
、
前
掲
大
審
大
正
四
・
一
・
二
六
民
聯
・録
ご
一
輯
四
九
頁
、
大
審
大
正
八
・四
.二
三
民
三
.録
二
五

輯
六
九
三
頁
、
東
控
大
正
六
・
二
・五
・評
論
六
巷
民
二
一
四
頁
、
大
控
大
正
六
・
一
〇
・六
.新
聞

一
三
二
三
號
二
九
頁
、
東
控
大
正
一
二
.
八
.
三
.

評
論

=
二
巻
民
ご
九
三
頁
、
東
控
昭
和
四
・
一
二
・
二
三
・評
論

一
九
巷
民
四
二
〇
頁
、
東
控
大
正
九
・四
・
一
四
.詳
論
九
巻
民
四
九
二
頁
、

大
審

大
正
八
・五
・
=
一民
二
・録
二
五
輯
七
六
〇
頁
、
東
控
大
正
九
・
=
7
一
四
・詳
論

一
〇
巻
民
九
四
頁
、
東
控
大
正

一
一
.六
.
二
七
.評
論

一
一
巻

民
山ハ
〇
三
頁
。

1

履

行

遅
溜

に

よ
る
損
害

賠
償

肖
濠
の
法
律
腸
係

(滴
ホ
)

(
第
五
巻

第
二
雅

三
二
五
)

瞬
五



謹
盤
膿
O
法
律
亜
剛係

(
清
水
)

(
第
五
巻

第
二
號

三
二
六
)

¶解
六

内

縁
當

事
者

の

一
方

が
其
義

務

た

る
婚
姻

の
届
出

を
履
行

せ
ざ

る
時

は
、
相

手
方

は
、

そ

の
婚
約

を
解
除

し
て
損

害

賠
償

を
請

求

す

る

こ
と
が
出

來

る
(
四

一
五
前

段

、
五

四

一
、
五

四
五

Ⅲ

の
準

用

)。
判

例

は

損
害

賠
償

を
請

求
す

る
に

つ

い
て
婚

約

を
解

除

す

る
要

な

し
と

い
つ
て
ゐ

る
け
れ
ど

も
(
二
八
)
、
こ
の
場
合

に
限

り
解

除

を
不
要

と
す

る
理

由

な
く

、
私

は
理
論

上
解
除

の
必
要
あ

る
も

の
と

信
ず

る
。

た

団
解
除

の
意

思
表

示

は
特

に
独
立

、
明
示

し

て
な
す

こ
と

を
要

せ
ず

、
或

は
他

の
意

思
表

示
(
例

へ
ば

損
害

賠
償

の
要

求

)
の
中

に
包
含

せ
ら
れ

、
或

は
、
あ

る
行
爲

(
例

へ
ば

、
實

家

に
蹄

る

こ
と

)

に

よ

つ
て
黙

示
的

に
推
察

し

得

る
場
合

に

は

解
除

あ

今
た

ら
と

見

る
べ
き

で
あ

る

(二

九
)Q二

八

大
審
大
正
八
・
三
・
二
一
民
一
・録
二
五
輯
四
九
二
頁
、
大
審
昭
和
二
・
二
・
二
六
民
三
・訴
論

一
六
巻
民
六
九
六
頁
、
大
審
昭
和
八
・
三
・二
七
民

一
・
評
論
二
二
巻
民
四
〇
五
頁
、
大
地
大
正
五
・
三
・
一
・詳
諭
五
巷
民
二
九
六
頁
、
束
地
大
正
八
・
三
・
一
〇
・評
論
八
巻
民
一
九
八
頁
等
。

二
九

か
く
解
す
る
結
果
、
特
に
解
除
を
な
さ
な
く
と
も
銑
に
解
除
が
あ
つ
た
も
の
と
見
う
る
場
合
が
多
く
、
實
際
上
、
剣
例
と
同
様
の
結
果
と
な

る
で
あ
ら
う
が
Ψ
然
し
理
論
上
は
、
解
除
が
必
要
な
の
で
あ
つ
て
剣
例
の
見
解
は
不
可
解
で
あ
る
。
履
行
の
催
告
に
關
し
て
も
同
襟
に
解
す
る
。

次

に
損

害

賠
償

の
範
囲

に

つ

い
て
判
例

は
「
其

約

ヲ
信

シ
タ

ル
カ
爲

メ

ニ
被

ム
リ
タ

ル
有
形

無

形

ノ
損
害

」
(
三
●
)

と

い
つ
て
、

②
精

神

的
損

害
も

賠
償
す

べ
き

こ
と

、

㈲

賠
償

す

べ
き
損

害

は
所

謂
信
頼
利
益

(
V
e
r
t
r
a
u
e
n
s
i
n
t
e
-

r
e
s
s
e

)

で
あ

る
、

こ
と

を
示

し

て
ゐ

る
。

㈲
に

つ

い
て
は
賛

成

で
あ

つ
て
、

そ

の
法
律

的
根

擦

は
不
法

行
爲

に
關
す

る
民
法
第

七

一
〇
條

の
準

用

に
求

む
べ
き

こ
と
す

で
に
述
べ

た
所

で
あ

る
(三
一
)。
然

し
㈲

の
見

解

に
は
賛

し
難

い
。



即
解

除

に
よ

る
損
害

賠
償
(
民
法

五
四
五

Ⅲ
)
は
解
除

に

よ

つ
て
生

じ

た
も

の

で
は
な
く

、
以
前

す

で
に
義

務

不
履

行

に

ょ

つ
て
登

生

し
た
も

の
と
解

す

べ
く

叉
、
そ

の
義

務

は
法
律

上

強
制

し
う
べ

き
も

の
と
解

す

る
な
ら
ば

、

こ

の
義

務

の
履

行

な
き

こ
と

に
よ

る
損
害

は
履

行

に
代

る
べ
き

も

の

で
あ

う

、
從

つ
て
履

行

に
よ

わ
得

べ

か

め
し
履

行
利
益

(
E
r
f
u
l
l
u
n
g
s
i
n
t
e
r
e
s
s
e

)

で
な
け
れ

ば
な

ら
な

い
と

思
ふ

。

量
O

前
掲
大
審
大
正
四
・
一
・二
六
民
聯
。

三

一

本
章
註
一
〇
参
照
。

Ⅱ

履

行

不
能

に
よ

る
損
害

賠
償

内

縁
當

事
者

の

一
方

の
責

に
鋸

す

べ
き
事

由
に

よ

つ
て
法
律

上

の
婚

姻

を
な
す

こ
と
が

不
能

と
な

つ
た

と
き

は
、

他

方
は
婚

約

の
解
除

を
な

し

て
損

害
賠
償

を
請

求

す

る

こ
と
が
出

來

る

(
民

法
四

一
五

後
段

、

五

四
三

、
五

四
五

Ⅱ1

準

用

)
。

こ
＼
に
履

行

不
能

と

い
ふ

の
は
、

婚

姻
法

に
於

け

る
特

異
性

に

よ
う
決

す
べ
き

も

の

で
あ

つ
て
、

判

例
が

「
婚
姻
豫

約

」
不
履

行

の
正
當

事

由
と
認

め
て

ゐ
る
事
項

は
、
實

は
相

手
方

の
責

に
蹄

す

べ
き
事

由

に
よ

る
履

行

不
能

を
來
す

と
見

る
べ
き
場

合
が

多

い
の
で
あ

る
(
圏三
一)。

三
二

判
例
が
正
當
事
由
と
認
め
て
ゐ
る
事
項
に
も
當
事
者
の
責
に
島
す
べ
き
事
由
に
よ
ら
ざ
る
場
合
に
は
履
行
不
能
に
よ
る
責
任
な
き
は
勿
論
で

あ
る
。
叉
、
例
へ
ば
東
控
大
正
一
〇
・
三
・五
・新
聞

一
八
四
六
號

一
八
頁
が
「
女
力
同
棲
前
既
二
他
ノ
男
子
ト
通
シ
居
リ
タ
リ
ト
ノ
コ
ト
ヲ
以
テ
理

由
ト
ナ
シ
婚
姻
豫
約
ヲ
解
除
ス
ル
ハ
正
當
」
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
か
」
る
場
合
に
は
そ
の
婚
約
は
、
要
素
の
錯
誤
或
は
詐
欺
に
よ
る
も
の
と
し
て

内
縁
の
法
律
関
係

(清
水
)

(
第
五
巻

第
二
號

三
二
七
)

四
七



内
縁

の
法
縫
サ醐
即係

(
清
・水
.).

(
第

五
巻

第

二
號
}

三
二
八
)

四

八

無
敷

で
あ
り
、
解
除

の
問
題

は
生

じ
な

い
。
・從

つ
て
、
そ

の
場
合

に
損
害
賠
償

の
問
題
を
生
じ

て
も
そ
れ
は
不
法
行
爲

に
よ
る
も

の
で
あ

る
。

次

に
、
有
責

不
能
と
認

め
ら
る
べ
き
正
富
事
由
を
挙
げ

て
み
る
と
、

「
性
癩
…惰
放
縦

ニ
シ
テ
家
事

ヲ
閑
却

シ
…
…
家
庭

ノ
圓
満

ヲ
快

ク

昌
至
リ

タ
ル
」
(
土
浦
旺
大
正
八
・
六
・
二
三
・
新
聞

一
五
八
九
號

二
〇
頁

)
、
「
命

且
夕

[「
迫

レ
ル
病
父

ヲ
顧

ミ
ス
急
迫

ナ
ラ
サ

ル
自
己

ノ
病
氣
療

養
ノ
爲

メ

夫

タ
ル
可
キ
者

ノ
意

二
反

シ
強

テ
他

二
韓
地

ス
ル
」
(
東
地
大
正
八
二

〇
・
二
二
・
評
論
八
巷
民
九
八
七
頁

)
、
内
縁

の
妻
が
其

の
隣
人
に
夫
が
「
老

年

ナ

ル
其

ノ
養
母
ふ
じ

ト
破
倫

ノ
行
爲

ア
ル
旨
虚
傭

ノ
事
實

ヲ
云
七
鵤

ラ
シ
且
該
事
項

ヲ
記

シ
タ

ル
紙
片

ヲ
被
告
方
(
夫
)
表

ロ

ニ
掲

ケ

ン
ト
シ
タ

ル
行
爲

ア
ル
ト
キ
」
(
大
地

昭
和

二
・
五
・
=
二
・
新
聞

二
七
〇
三
號

一
七
頁

)、
「
女

ユ
封

シ
常

二
過
度

ノ
性
交

ヲ
強
要

シ
徹
宥
之

ヲ
性

的
玩
弄

ノ
具

二
供

シ
且
猜
疑
心
深
ク

シ
テ
女
ヲ
呵
責
殴
打
又

ハ
監
禁

ス
ル
如

キ
」
(
高
瀬
匿
昭
和

二
・
七
・
五
・新
聞

二
七
五
四
號

八
頁
)
、
「
仕
事
過
重
繁
忙

ヲ
趣

メ
、
普
通
農
家

二
成

長

セ
ル
被

上
告
人
(
女
)
二
取
リ

テ
ハ
其

ノ
負
憺
除

リ

ニ
過
大

ナ
リ
シ
結
果
、
労
働

二
耐

ヘ
ス
途

こ
病
氣

ト
ナ
リ

タ
ル
所

、
上

告
人
(
男
)
並

二
上
告
人

ノ
父

母

ハ
毫

モ
被
上
告
人

ヲ
勢

ハ
ル
心
ア

ル
ナ
ク
病
人

ナ

ル
被
上
告
人

二
封
シ
伺

且
過
激
ナ

ル
労
働

ヲ
張

ヒ
テ
止

マ
ザ

リ

シ
」
(
大
審

昭
和

五
・
一
一
・
二
九
・
民
三
・
新
聞
三
二

一
〇
號

一
二
頁

)、
「
被
控
訴
人

(
女
)
力
夫

タ
ル
控
訴
人

ノ
所
有
不
動
産

二
抵
當
擢

ヲ
設
定

シ
.

以

テ
他

人

ヨ
リ
借
財

ヲ
爲

ス

ニ
付
、
夫

ノ
同
意

ヲ
得

ス
シ
テ
ソ
ノ

名
義

ヲ
胃
用

ス
ル
か
如

キ
ハ

到
底
許

シ
難

キ
塵
置

ト
云

フ

ヘ
ク
」
(
東
控

昭
和

六
・
四
・
七
・
評
論

二
〇
巷
民
七

一
二
頁

)
、
「
夫

タ
ル

ヘ
キ
者

ガ
妻
タ

ル
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
封

シ
不
當

昌
金
銭
其
他

ノ
要
求

ヲ
爲

シ
、

此
ノ
要
求

二
慮

ス

ル
ニ
非

サ

レ
ハ
同
棲

ヲ
許
沙
サ

ル
ヵ
如

キ
」

(
東
地
大
正
七
・
四
・
二
四
・新
聞

一
四
〇
四
號
一
二

頁

)
、
「
自
己

ノ
意

二
満

タ
サ

ル

コ
ト
ア

レ
ハ
疽

昌

家
出

ヲ
爲

シ
實
家

二
戻
リ
シ

コ
ト
ハ
既

昌
八
九
回

昌
達

シ
」
(
妙
寺

匹
昭
和
六
・
八
・
八
・新
聞

三
三
〇

〇
號
九
頁
)
、
等
。

弐

に
正
當
事
由

に
非

ず
と
さ
れ

た
場
合
は
、

「
所
謂
家
風

二
合

ハ
サ

ル
軍
純

ナ
ル
事
實
」
(
大
控
大

正
五

・
一
〇
.
=
二
.
新
聞

一
一
八
二
貌

二
五

頁
、
同
趣
旨
、
東
控
大
正

一
〇
・
=

7
六
・
新
聞

一
九
三
九
號

一
七
頁

、
東
地
昭
和
四
・
一
一
・
二
九
・新
聞

三
〇

七
號

一
三
頁
、
仙

地
昭
和

六
.
九
.

一
四
・新
報

二
七

一
號

二
六
頁
)
、
「
相
性
方

位
悪
シ
ト
ノ
理
由
」

(
東
控
大

正

一
五
・
五
・
一
・
語
論

一
一
五
巻
民

九
六

一
頁
)
、
「
年
廻
り
悪

シ
」
(
横

地
昭
和

五
・
八
・
二
七
・
新
聞

三

一
六
八
號

六
頁

)、

「
居
睡

ヲ
爲

ス
習
癖

ア
リ
叉
身
盤
粛

弱
ナ

ル
事
箕

」
(
東
地
大

正
九
・
六
・
一
一
・
評
論
九
巻

民
五



三
八
頁
、
同
趣
旨
、
東
控

大
正

一
一
・
六
・
二
七
・
評
諭

一
一
巻
民
六
〇
三
頁

)、
「
婦
女

力
偶

々
不
治

ノ
病
黛
(
早
漢
性

痴
呆
性

)
二
罹
リ
」
た
る
場
合

(
大
地
昭
和
七
.
二
・
二
九
・
評
論

二

一
巷
民
四
二
九
頁

)
、
男

が
「
毎
夜

ノ
如
ク

ニ
麻
雀

昌
耽
リ
…
…
時

昌
罵
署
打
郷

ヲ
爲

ス
」
(
横
E
昭
和
七
・
四
二

八
.
評
論

一
二

巻
民

五
〇

九
頁
)
、
「
養
父

ノ
遣
言
」
(
大
審
大

正

=
二
・
四
・
一
四
民
二
・
新
聞

ニ
ニ
五
四
號

二

一
頁

)
、
「
女

力
我
艦

昌
シ
テ
仕
事

ヲ
濁

臨

シ
姑

ニ
ロ
答

ヲ
爲

ス
」

(
松
戸
匹
大
正

=
二
・
一
二
・
二
七
・
新
聞

二
三
七

一
號

一
八
頁

)、
女

の
父
が
賭
博
罪

に
よ
り
前
科
数
犯
あ
る
場
合

(
東
控

昭
和
四
.
三
.
二
二
.新
聞

三
〇
三
八
魏
九
頁

)、
「
新
参

ノ
婿
養

子

ト
シ
テ
畢
式

ノ
當
時
兎
角
不
作

法
」
(
水
地
土
浦
支

昭
和

五
・
八
・
四
・新
聞

三

一
六

一
號

六
頁

)、
夫

の
母
が
些
細
の
事
に
干
渉
叱
費

し
罵
倒
冷
笑

し
た
る
場
合

、
若
年

の
女

が
不
貞
腐
的
言
動

に
出
る
場
合
(
東
地
昭
和
五
・
一
一
・
二

六
.
評
論

二
〇
巻
民

五

一
頁
)
、
女
が
病
臥

せ
る
男

に
対
し

暴
行
虐
待

を
す
る
も
、

そ
れ
が
入
轄

に
慮
ぜ
ざ
り
し
爲
な
る
場
合

(東
控

昭
和
六
・
一
二

.

=

一
.新

聞
三
三
六
九
號

一
四
頁
)
、
男
が
十
五
も
年

上
な
る
こ
と
(
東
控
昭
和
五
・
七
・
三
・新
聞

三

一
六
二
號
七
頁

)
、
「
性
格

一
致

セ
ス
」
(
東
控

大
正

一
二
・
=

一・
四
・
新
聞

一=
一
=
二
號

二
〇
頁
)
、
等

で
あ
る
。

樹
、
當
事
者

の
姦
通
の
場
合

に
は
、
「
責

二
蹄

ス

ヘ
キ
事
由
」
に
よ
る
履
行
不
能
と
解

す
べ
く
、
父

母
の
同
意
な
き
た

め
の
履
行
不
能
は
特
別

の

事
情
な
き
限
り
責

任
な
き
も
の
と
見

る
べ
き
で
あ
ら
う
。

以

上

を

以

て

大

燈

「
婚

姻

豫

約

」
不

履

行

に

よ

る

損

害

賠

償

に

つ

い

て

の

論

述

を

終

へ
た

の

で

あ

る

が

、

荷

こ

れ

に

關

し

て

、

賠

償

債

務

の
相
続

を

認

め

π
判
例

(
繭き

ご

及

び

賠

償

の

訴

の
管

轄

に

つ

い

て

の

判

例

(
冒
西

)
を

附

加

し

て

を

く

o
繭曇
昌

大
審

昭
和
七
漁
七
.
八
民
二
・新
聞

三
四
五

一
號

一
四
頁
「
婚
姻
豫
約
不
履
行

・一
基

ク
慰

籍
料
支
携

ノ
債
務

ハ
損
害
賠
償

ノ
債
務

昌
外

ナ
ラ
サ
ル

カ
散

二
、
不
履
行

二
因
リ
當
然
発
生

ス
ル
モ
ノ
ト
解

ス

ヘ
ク
相

手
方

ノ
請
求

二
依
リ
始
メ

テ
発
生

ス
ル
モ
ノ

ト
解

ス
ヘ
キ

昌
非

ス
從

ッ
テ
相
手
方

ヵ
未

タ
精
求

ヲ
爲

サ
サ

ル
ト
キ

ト
錐
、
相
続

二
依
リ
相
続

人

昌
於

テ
之

ヲ

承
維

ス

ヘ
キ

コ
ト
勿
論

ナ
リ
」
。
請
求
債
権

の
方

も

こ
れ
と
同
糠

に
解

内
隷

の
法
律
関
係

(
清
水

)

(
第

五
巻

第

二
號
㏄

三
二
九
)

四

九



内
縁

の
法
律
闘
開係

(
清
水
)

(
第
五
巻

第

二
號

三
三
〇
)

五
〇

す

べ
き
で
あ
ら
う
。

望
四

東
控

昭
和

五
・
一
二
・
二
七
決
定
・
新
聞

三
ニ
ニ
八
號
四
頁
「
婚
姻
豫
約
不
履
行

二
基
ク
損
害
賠
償

ノ
請
求

ハ

一
ノ
財
産
擢
上

ノ
請
求

ナ
ル

コ
ト

疑

ヲ
容

レ
サ

ル
ト
コ
ロ
ナ

レ
ハ
右
訴

ハ
民
事
訴
訟

法
第

五
條

二
依

リ
其

ノ
義

務

ノ
履

行
地

昌
提
起

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
モ
ノ
ト
ス
」

②

事

實

上

の

婚

姻

と

し

て

の

内

縁

の
効
力

内

縁

は

他

方

に

於

て

事

實

上

の

婚

姻

と

し

て

見

ら

る

べ

き

で

あ

釦

、

從

つ

て

民

法

上

の

婚

姻

の
効
果

に

關

す

る

規

定

が

ど

の

程

度

ま

で

内

縁

に

準

用

せ

ら

れ

う

る

か

団
問

題

と

な

る

(
三
置
)
。

三
三

中
川
教
授

・
身
分
法
學

一
六
〇
頁

は

「
法
定

の
夫
婦
財
産
制
は
内
縁

に
準
用

し
て
差
支

へ
が
な

い
。
…
…
從

つ
て
斯
か

る
協
同
生
活

の
管

ま

れ

る
外

見
的
事
實

よ
り
出
登
せ
る
法
規
は
當
然
内
縁

に
も
準
用
せ
ら

る
べ
き
で
あ
り
」

と
言
は
れ

、

小
石
剣
事

・
前
掲

一
一
號
四

五
頁

は

「
内
縁

は
其

の
實
質

に
於

て
婚
姻
と
何
等
異

る
と
こ
ろ
が
な

い
。
…
…

そ

の
結
合
を
形
成

し

つ
」
あ

る
婚

姻
當

事
者

の
内
部
関
係

的
法
規
!

例
之

、
同
居
義

務
(
七
八
九

)
、
性
的
忠
實
義

務
、
扶

養
義
務
(
七
九
〇
)
、
夫
婦
間

に
於

け
る
契
約

の
不
拘
束

性

に
關
す

る
規
定
(
七
九
二
)
の
如

き
1

並

に

「
斯
か
る
協
同
生
活

の
管
ま
れ
る
外
見
的
事
實

よ
り
田
嚢
せ

る
法
規
-

例
之

、
法
定
財
産
制
に

關
す
る
規
定
(
七
九
八
ー
八
〇
七
)
、
訴
訟
上

の
管
轄
送
達

立
會
等

に
關

す
る
規
定

の
如
き
ー

は
當
然
内
縁

に
準
用
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ

る
」

'

と

い
つ
て
居
ら
れ
る
。

美
濃
部
博
士

・
前
掲

「
法
學
研
究
3
」
四
頁

は
「
夫
婦
相
互

の
問

に
於

て
は
、
婚
姻

の
成
立
と
共
に
法
律

上
有
敷

に
夫
婦
と
な

つ
た
も

の
で
、
敢

て
届
田
を
爲

す

こ
と
を
待
た
な

い
。
何
と
な
れ
ば
婚
姻
は
其

の
本
質

に
お

い
て
國
家

に
対
す

る
意

思
表
示
で

は
な
く
、
夫
婦
相
互

の
間

の
合
意
で

あ
り
、
其

の
合
意

の
み
に
依

っ
て
成
立
す

る
こ
と
を
當

然
の
性
質
と
す

る
か
ら
で
あ
る
』
と

い
つ
て
居
ら
れ
る
所
か
ら
す

る
と
、
夫
婦
相
互
間

に

於

て
は
、
届
田

あ
り
た

る
婚
姻
と
同
等

の
関
係

を
認

め
ら
れ

て
居
る
よ
う
で
あ
る
。



こ

の
問
題

に

つ

い
て
判
例

の
見
解

を
み

る
と

、

　イ

日
用

品
供
給

の
先

取
特
権

に
關

し

て

(「
未
タ
婚
姻
ノ
届
出
ヲ
爲
サ

・
ル
モ
相
當
ノ
儀
式
ヲ
學
ケ
テ
夫
婦
ノ
事
實
存

ス
ル
場
合

二
於
テ

ハ
其
ノ

一
方

ハ
自
己
ノ
負
担

昌
於
テ

他
ノ

一
方
ヲ
扶
養
ス
ヘ
キ
筋
合
ナ
ル
ヲ
以
テ
民
法
第
三
百
+
條

二
所
謂
債
務
者
ノ
扶
養

ス
ヘ
キ
者

二
包
含

セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」

(三
六
)。

　ロ

内

縁

夫
婦

の
同
居

中
に
爲

し
だ
勤

勢

と
不
當
利

得

に
關

し

て

(「
元
來
夫
婦
力
同
居
ス
ル
ハ
專
ラ
夫
ノ
利
益

ノ
爲
メ
ニ
ス
ル
モ
ノ

ニ
ア
ラ
ズ
夫
婦
共
同
ノ
爲
メ

昌
之
ヲ
爲

ス
モ
ノ
ト
ス
。
本
件
當
事

者

ハ
婚
姻
ノ
豫
約
ヲ
爲
シ
慣
習
上
ノ
儀
式
ヲ
學
ケ
同
居
シ
喜
實
上
夫
婦
同
様
ノ
生
活
ヲ
爲

シ
タ
ル
モ
ノ

昌
シ
テ
右
夫
婦
同
居
ノ
場
合

ト
異

ル
所
ナ
ク
當
事
者
双
方
共
互

昌
共
同
ノ
利
益

ノ
爲
メ
嵩
家
事

二
從
事
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
ノ
後
愛
方
合
意
ノ
上
婚
姻
ヲ
爲
サ

、
ル
コ
ト

・
ナ
シ
甲
女
力
實
家

二
蹄
リ
タ
レ
ハ
ト
テ
甲
女
ノ
右
同
居
中

昌
爲

シ
ク
ル
勤
勢

ハ
全
然
其
損
失

昌
蹄

シ
乙
男

ハ
之

昌
因
リ

不
當

二
利
得
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
」
(
冒モ

)。

ラバ

内

縁

の
夫

の
妻

の
財
産

管

理
権

に

つ

い
て

(「
婚
姻
ノ
豫
約
ヲ
爲
シ
結
納
ノ
交
換
ヲ
爲

シ
タ
ル
モ
未
タ
婚
姻
ノ
届
出
セ
サ
ル
昌
於
テ

ハ
男
子

ハ
夫

ト
シ
テ
女
子
ノ
財
産

二
付
キ
管

理
椹
ヲ
有
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
其
男
子
ヨ
リ
女
子
ノ
財
産
ノ
寄
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
第
三
者
ハ
女
子
ヵ
所
有
構

一一基
ク
財
産
ノ
引
渡

ノ
請
求
ヲ

拒

ム
コ
ト
ヲ
得
ス
」
(
三
八
)。

,

内
篠
Wの
法
律
関
係

(
清
水

)

(
餓
躍五
雀

第
}二
難

三
三

一
)

五

一
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　二

内

縁

の
妻

の
行
爲
能

力

に

つ

い
て

(「
事
實
上
婚
姻
ヲ
爲

シ
ク
ル
モ
其
届
出
前

昌
妻
力
爲

シ
タ
ル
金
鍵
貸
借

昌
付
テ
ハ
夫
ノ
許
可
ヲ
必
要
ト
セ
サ

ル
コ
ト
勿
論

ナ
レ
ハ
婚

姻
届
出
後

昌
於
テ
妻

ハ
右
金
銭
貸
借

二
基
ク
債
務
ノ
辨
濟

期
利
息
利
息

ノ
元
本
組
入
等
ノ
契
約
ヲ
爲
ス
モ
薪

昌
債
務
ヲ
負
担

ス
ル
モ

ノ
昌
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
夫
ノ
許
可
ヲ
要
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
(
冒冤

)。

　ホ

親
族

會

決
議

の
利

害
関
係

人

な

む
や

に

つ
き

(「
被
相
続

人
ト
事
實
上
ノ
夫
婦
関
係

ア
リ
タ
ル
ノ
ミ
昌
テ

ハ
民
法
第
九
百
五
十

一
條
第
九
百
四
十
四
條

嵩
所
謂
利
害
関
係

人

呂
該
當

セ
サ
ル
コ
ト
ハ
言
ヲ
埃
ク
ナ
ル
所
」
(四
〇
)。

冒
剛六

大
審
大
正
一
一
・六
・
三
民
三
・集
ご
八
〇
頁
。

琶
七

大
審
大
正
一
〇
・五
・
一
七
民
一
・録
二
七
輯
九
三
四
頁
。
同
趣
旨
大
地
昭
六
・
八
・六
・新
開
三
三
一
二
號

一
三
頁
。

三
八

東
地
大
正
五
・
五
・
二
・新
聞

一
一
七
七
號
一
八
頁
。

冒
一九

大
国
昭
和
三
・五
・
二
三
・新
聞
二
八
八
三
號

一
二
頁
。

臨
同O

大
審
大
正
一
〇
・
三
・
二
民
三
・録
二
七
輯
三
九
五
頁
。

　ご

第

三
者

に
対
す

る
効
力

(内
縁

の
夫
婦
が

相
互

に
有

す

る
所

の
法
律

上

の
婚
姻

を
求

め
る
槽

利

は
、
第

三
者

に
対
し

て

も
主
張

し
得

べ
く
第

三
者
が

こ
の
梅
利

を
冒
す

べ

か
ら

ざ

る

こ
と

は
當
然

で
あ

る
。

從

つ
て

こ
の
権
利

を
侵

害

し
尤

る
第

三
者

は
不
法

行

爲

に

よ

る
損

害
賠
償

の
責

に
任
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。
内
縁

の
妻

と
事
實

上

の
姦

通

を
し

た

る
第

三
者

に
鋼

し
剣

内
縁

の
法
律
晶
関
係

(清

水
》

(
蛾
π
玉
巷

第

二
搬
岬

三
三
二
)

玉

二



例

は
不
法
行
翁

と

な
し

、
更

に
、
婚
姻

の
成
立

を
妨

げ
π

る
者

に
郵

し

て
も

不
法
行
爲

の
責

任

を
認

め

て

ゐ
る
。

「
第
三
者
力
婚
姻
豫
約
ノ
効
力
存
続

中
故
意
若
ク

ハ
過
失

一一
因
り
豫
約
者

ノ

一
方
ヲ
シ
テ
他
ノ

一
方
ト
婚
姻
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ラ

シ
メ
ク
ル
ト
キ
ハ
豫
約
者
ノ

一
方
ノ
如
上
ノ
権
利
ヲ
侵
害

シ
ク
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
不
法
行
爲

二
關
ス
ル
規
定

昌
從

ヒ
之

レ
一一
封

シ
其
被

リ
タ
ル
有
形
無
形
ノ
損
害
即
チ
財
産
上
ノ
損
害
叉

ハ
財
産
以
外
ノ
損
害
ヲ
賠
償

ス
ル
ノ
責
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
甲
男
ハ
乙
男
力
丙
女
ト
婚

姻
ノ
豫
約
ヲ
爲

シ
婚
禮

ノ
式
ヲ
學
ケ
事
實
上
ノ
夫
婦
関
係

ヲ
持
績

セ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
ナ
カ
ラ
乙
男
ノ
不
在

昌
乗

シ
テ
丙
女
ト
私
通

シ

一
子
ヲ
學
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
故

二
甲
男

ハ
乙
男
ヲ
シ
テ
右
私
通
以
前
ノ
状
態

二
於
テ
丙
女
ト
婚
姻
ヲ
爲

ス
ヲ
得
サ
ラ
シ
メ
乙
男
ノ
婚

姻
ヲ
爲

ス
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
権
利

ヲ
害

シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂

フ
ベ
ク
、
之

力
爲

メ
昌
乙
男

ハ
其
品
位
聲
碁
ヲ
傷
ヶ
ラ
レ
精
神
上

ノ
苦
痛
ヲ

受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
得
ラ
レ
サ
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
原
裁
判
所
力
…
・甲
男

二
封

シ
慰
籍
料
ノ
支
払
ヲ
命

シ
タ
ル
ハ
相
當
ナ
リ
」

(四

顯
)。

四

一

大
審
大
正
八
・五
・
一
二
民
・録
二
五
輯
七
六
〇
頁
。

伺
、
第
三
者
に
不
法
行
爲
を
認
め
た
剣
例
は
、
盛
医
大
正
七
・五
・
三
〇
・新
聞
一
四
二
六
號

一
八
頁
、
東
地
昭
和
四
.
一
一
.
二
九
.新
聞
三
〇
七

四
號

一
二
頁
、
東
控
昭
和
九
・六
・
二
五
・新
聞
三
七
三
四
號
一
一
頁
。

更
に
、

内
縁
の
寡
婦
に
夫
の
家
の
居
住
椹
を
認
め
た
大
審
昭
和
八
・
八
・
一
〇
民

一
・法
學
三
巻
三
三
七
頁
の
鋼
決
は
内
縁
の
封
外
的
効
力
の
援

大
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

(中
川
教
授
・内
縁
寡
婦
の
居
佳
権

「
判
批
」
志
林
三
十
六
巷
五
號
七
〇
頁
参
照
)。

工
場
法
施
行
令
第
十

二
條
第

三
號
は
「
職
工
死
亡
當
時
其

ノ
牧
入

二
依

り
生
計

ヲ
維
持

シ
タ

ル
者
」
と

い
ひ
、
實
際
上
内
縁

の
妻
が

こ
の
中
に
含

.

内
縁

の
法
律
開
係

(
清
水
)

(
第

五
巷

第

二
號

三
三
三
)

五
三



内

縁
の
法
律
開
係

(清

水
)

(
第
五
巻

第

ご
魏

三
三
四

)

五
四

ま
れ
で
遺
族
扶
助

料
を
う
け
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
順
位
低
く
、
甚
だ
不
充

分
の
も
の
で
あ

る
。

美

濃
部
博

士

・
前
揚

五
頁
は
、
届
出
は
民
法

が
定

め
た
効
力

を
生
ず

る
た
め

の
要
件
に
過
ぎ
な

い
と

い
ふ
立
前
か
ら

「
刑
法
上

の
姦
通
罪

及
重

婚
罪

の
成
立

に

つ
い
て
も
、
婚
姻
の
屈

田
を
爲

し
て
居

る
や
否
や
は
敢

て
其

の
要
素
を
爲
す

も
の
と
見

る
べ
き
で
は
な

い
。
…
…
行
政
法

上

の
意

義

に
於

て
の
夫
婦
開
係
も
亦
必
ず
し
も
戸

籍
の
届
出
を
要
件
と
す

る
も

の
と
解

す
べ
き
で
は
な

い
で
あ

ら
う
。
殊
に
例

へ
ば
、
官

吏
・軍
人
・
職

工

等

の
死

亡
に
因
り
妻

が
逡
族
扶

助
料
を
受

く
る
梅
利
を
有
す
る
場
合

に
、
其

の
所
謂
妻

と
は
必
ず

し
も
戸
籍

上

の
妻

の
み
に
限
る
も
の
と
解
す

べ

ひ

き
理
由
な
く
、
正
式

に
婚
姻

し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
詮
明
せ
ら
る
Σ
な
ら
ば
、
當

然
妻
と

し
て
の
権
利

を
有

す
る
も
の
と
解
す

る
の
が
正
當
と

信

ぜ
ら
れ

る
」

と
述
ぺ

て
居
ら
れ

る
。
從
來

の
考
方

か
ら
す
る
と
可
成
り
大
謄
な
見
解

で
あ

る
が
傾
聴
す
ぺ
き
も
の
で
あ

る
。

(
を
は
り
)


